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第171回国会において成立した農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)に

ついては、農地法施行令等の一部を改正する政令（平成21年政令第285号）及び農地法施

行規則等の一部を改正する省令(平成21年農林水産省令第64号)と併せて、平成21年12月1

5日から施行されることとなった。

これに伴い、別添のとおり農地法関係事務処理要領を制定し、平成21年12月15日から

施行することとしたので、御了知の上、適正に事務を行われたい。



（別添）

農地法関係事務処理要領

農地法（昭和27年法律第229号）及び農地法等の一部を改正する法律（平成21年法律第

57号）の規定に基づく事務処理について、別紙１及び別紙２のとおり定めたので、御了

知願いたい。
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別紙１

農地法に係る事務処理要領

第１ 農地等の権利移動の関係

１ 法第３条第１項の許可申請手続

(1) 許可申請書は、様式例第１号の１によるものとし、許可を受けようとする農地又

は採草放牧地（以下「農地等」という。）の所在地を管轄する農業委員会へ提出す

る。

なお、農地法（昭和27年法律第229号。以下「法」という。）第43条第１項に規定

する届出に係る同条第２項に規定する農作物栽培高度化施設（以下「農作物栽培高

度化施設」という。）の用に供される土地（以下「高度化施設用地」という。）は、

「農地」と同様に取り扱われることに留意すること。また、高度化施設用地への法

の適用においては、「「農地法第43条及び第44条の運用について」の制定について」

（平成30年11月20日付け30経営第1796号農林水産省経営局長通知）に留意すること。

(2) 農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号。以下「則」という。）第10条第１項

ただし書に該当して単独で許可申請できる場合の申請者は次のとおりである。

ア 強制競売、担保権の実行としての競売（その例による競売を含む。以下「競売」

という。）又は公売によって農地等の権利を取得しようとする場合には、その買

受人

イ 遺贈その他の単独行為によって農地等の権利が設定され又は移転される場合に

は、その単独行為をする者（例えば、遺贈の場合には、遺言者又はその相続人若

しくは遺言執行者）

ウ 則第10条第１項第２号に該当する場合には、権利を取得しようとする者

(3) 許可申請書に則第10条第２項第10号の「その他参考となるべき書類」（営農計画

書、損益計算書の写し、総会議事録の写し等）を添付させる場合には、申請負担軽

減の観点から、特に次のことに留意する。

ア 許可申請書の記載事項の真実性を裏付けるために必要不可欠なものであるかど

うか

イ 申請の却下又は許可若しくは不許可の判断に必要不可欠なものであるかどうか

ウ 既に保有している資料と同種のものでないかどうか

２ 農業委員会の処理

農業委員会は、許可申請書の提出があった場合には、次により処理する必要がある。

(1) 農業委員会は、許可申請書の提出があったときは、その記載事項及び添付書類に

ついて審査するとともに、必要に応じて実情を調査し、その申請が適法なものであ

るかどうか、法第３条の規定に違反しないかどうか、及び「農地法関係事務に係る

処理基準について」（平成12年６月１日付け12構改Ｂ第404号農林水産事務次官依命

通知。以下「処理基準」という。）別紙１の第３に規定する許可基準に該当しない

かどうかを判定する。この場合において、申請者又はその世帯員等が法第３条第１

項本文に掲げる権利を有している農地等に他の農業委員会の区域内にある農地等が
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含まれている場合は、当該区域を管轄する農業委員会と連携してその実情を確認す

ることが望ましい。また、農地所有適格法人以外の法人等（法第３条第３項の規定

の適用を受けて同条第１項の許可を受けようとする法人及び個人をいう。以下同

じ。）にあっては、あらかじめ市町村長に農地所有適格法人以外の法人等に許可を

しようとする旨を通知し、当該通知に対する市町村長の意見があった場合は当該意

見も参考の上判定する。なお、市町村長が意見を述べる事務が適正かつ迅速に処理

されるよう、農業委員会は、農地所有適格法人以外の法人等から許可申請書の提出

があった時点において、市町村の担当部局に連絡を行うことが望ましい。

また、この場合において、許可申請書の記載事項又は添付書類に不備があるとき

は、これの補正又は追完を求める必要がある。

(2) 農業委員会は、(1)の判定によりその申請の却下又は許可若しくは不許可を決定し、

指令書（様式例第１号の２）を申請者（当事者の連署による申請にあっては、その

双方の申請者）に交付するとともに、その内容を申請者（当事者の連署による申請

にあっては、その譲受人）の住所地を管轄する農業委員会にも通知することが望ま

しい。

(3) 農業委員会は、(2)の処分をしたときは、当該処分について、その内容、その目的

となった権利の設定又は移転の種類等に応じて必要な区分をし、その区分ごとに許

可申請書を指令書の写しとともに整理して保管する。

また、農地所有適格法人に対して許可を行った場合には、その農地等の権利取得

時における要件の適合状況を法第３条第１項の許可申請書等により、第５の２の農

地所有適格法人要件確認書に取りまとめておく。

３ 標準的な事務処理期間

法第３条第１項の許可事務に係る標準的な事務処理期間は、４週間とする。

４ 法第３条第１項第13号又は第14号の２の届出関係

(1) 届出手続

ア 届出書は、様式例第１号の３又は第１号の４による。

イ １の(2)の規定は、単独で届出ができる場合に準用する。

ウ 届出書に則第13条第２項第４号の「その他参考となるべき書類」を添付させる

場合には、負担軽減の観点から、１の(3)のアからウまでに準ずる。

(2) 農業委員会の処理

ア 農業委員会は、届出書の提出があったときは、速やかに届出に係る農地等の権

利移動が農地中間管理機構が農地売買等事業又は農地中間管理事業の実施により

農地等の権利を取得するものであるかどうか、届出書の法定記載事項が記載され

ているかどうか及び添付書類が具備されているかどうかを検討し、その届出が適

法であるかどうかを審査して、その受理又は不受理を決定する必要がある。

イ 農業委員会は、届出を受理したときは遅滞なく受理通知書（様式例第１号の５）

をその届出者に交付し、届出を受理しないこととしたときは、遅滞なく理由を付

けてその旨をその届出者に通知する必要がある。

ウ 農業委員会は、イの規定により受理通知書を交付し、又は受理しない旨の通知

をしたときは、２の(3)と同様に関係書類を保管する。
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(3) 事務処理上の留意事項

ア 農業委員会は、届出書の提出があったときは、直ちに、届出者に対し、法第３

条第１項第13号又は第14号の２の届出は農業委員会において適法に受理されるま

では届出の効力が発生しないことを十分説明し、受理通知書の交付があるまでは

事実上権利取得が行われたと等しい行為が行われることのないよう指導する必要

がある。

イ 農業委員会は、(2)の規定による事務処理に当たっては、届出に係る農地等の利

用関係について現に紛争が生じている場合を除き、農業委員会の事務局長に専決

処理させること等により迅速な事務処理を行う体制を整備するものとする。

なお、専決処理する場合には、総会又は部会の議を経てあらかじめ事務処理規

程を作成しておくものとするが、届出に係る事務を専決処理したときは、当該事

案について直近の総会又は部会に報告する必要がある。

５ 信託関係

(1) 農業委員会の処理

ア 農業委員会は農業協同組合又は農地中間管理機構における農地等の信託契約の

締結、信託財産の貸付け又は売渡し、信託の終了等に伴う当該農業協同組合又は

農地中間管理機構からの通知等を簿冊に整理するとともに信託に係る農地等の権

利の設定、移転、解除、解約等信託財産についての権利の変動に関し、あらかじ

め備えた信託関係整理簿（様式例第１号の６）に記入しておく。

イ 農業委員会は、信託財産の貸付け又は売渡しの適格者の選定につき農業協同組

合又は農地中間管理機構から意見を求められたときは、当該信託財産の借受又は

買受申入者の全てについて経営規模、経営の状況、経営能力等を審査し、必要に

応じて実情調査を行い、法第３条第２項各号に該当しないかどうか、及び効率的

かつ安定的な農業経営の育成、農業経営の協業化の促進、農地の集団化等の面か

らみて、その意見を通知する必要がある。

ウ 農業委員会は、必要があるときは、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律

第88号。以下「農業委員会法」という。）第35条第１項の規定により農業協同組

合又は農地中間管理機構につき信託財産の処理状況を調査する。

(2) 都道府県知事の処理

都道府県知事は、信託財産につき必要に応じ報告を求め又は実情を調査しその動

向を把握しておく。

６ 農業委員会による農地所有適格法人以外の法人等の農地等の利用状況の把握

(1) 法第６条の２第１項の規定による報告手続

ア 報告書は、様式例第１号の７による。

イ 報告書に則第60条の２第２項第２号の「その他参考となるべき書類」（農作業

従事者の確保の状況が把握できる資料、農地等の利用状況が把握できる現況写真

等）を添付させる場合には、負担軽減の観点から、１の(3)のアからウまでに準ず

る。

(2) 農業委員会による報告書の徴収及び整理

ア 毎事業年度の終了後３か月以内に報告書の提出がなかった場合には、法第３条
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第３項の規定により同条第１項の許可をした農業委員会は、報告書を提出すべき

農地所有適格法人以外の法人等に対して、書面により、速やかに報告するよう求

める必要がある。

イ 農業委員会は、報告書の提出があったときは則第60条の２第１項に規定する記

載事項が記載されているかどうか及び同条第２項に規定する添付書類が具備され

ているかどうかを検討し、報告書の記載事項又は添付書類に不備があり、農地等

の利用状況の把握が困難と認められるときはこれの補正又は追完を求める必要が

ある。

(3) 農業委員会による通知

農業委員会は、則第60条の２第３項に規定する場合に該当するときは農地中間管

理機構にその旨を通知する。

第２ 農地等の権利移動の許可の取消し等の関係

１ 農地所有適格法人以外の法人等への勧告

勧告書は、様式例第２号の１による。

２ 許可の取消しの手続

(1) 農業委員会は、法第３条の２第２項各号のいずれかに該当すると判断する場合に

は、行政手続法（平成５年法律第88号）第３章の規定により聴聞等の手続を行う。

なお、取消しの手続等に疑義があれば、地方農政局（北海道にあっては経営局、沖

縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局）とも積極的に相談されたい。

(2) 農業委員会は、(1)の結果、法第３条の２第２項の規定により法第３条第３項の規

定によりした同条第１項の許可を取り消す場合には、指令書（様式例第２号の２）

を当該農地等の貸付者及び借受者の双方に交付する。

第３ 農地等の権利取得の届出の関係

１ 法第３条の３の届出関係

届出書は、様式例第３号の１による。

なお、本様式は、届出者の利便性を考え、農業委員会の窓口に備え付けるほか、市

町村の死亡届出書の受付窓口など権利取得が発生する要因を把握できる関係窓口に備

え付けることが望ましい。

２ 農業委員会の処理

(1) 農業委員会は、届出書の提出があったときは、速やかに届出書の法定記載事項が

記載されているかどうかを検討し、その届出が適法であるかどうかを審査して、そ

の受理又は不受理を決定する必要がある。

(2) 農業委員会は、届出を受理したときは遅滞なく受理通知書（様式例第３号の２）

にをその届出者に交付し、届出を受理しないこととしたときは、遅滞なく理由を付

けてその旨をその届出者に通知する必要がある。

３ 事務処理上の留意事項

第１の４の(3)のイの規定は、農業委員会が法第３条の３の届出に関する事務処理を

行う場合に準用する。
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複数の相続人が存在する場合は、相続が開始して共有物として農地等の権利を取得

したとき及び遺産の分割により農地等の権利を取得したときが届出の対象となり、そ

れぞれ権利を取得した後遅滞なく届出をしなければならないことに留意すること。な

お、相続が開始して共有物として権利を取得した旨の届出をする時点で遺産の分割に

より権利を取得している場合は、相続が開始して共有物として権利を取得した旨の届

出は省略することができる。

また、届出は連名ですることも可能であることに留意すること。

第４ 農地等の転用の関係

１ 農地転用許可手続

(1) 法第４条の許可申請手続

ア 農地を転用するため法第４条第１項の許可を受けようとする者には、様式例第

４号の１による申請書を当該農地の所在する区域を管轄する農業委員会（以下「関

係農業委員会」という。）を経由して都道府県知事（農地法第４条第１項に規定

する農林水産大臣が指定する市町村（以下「指定市町村」という。）の区域内に

あっては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。）に提出させる。

イ 申請書には、次に掲げる書類を添付させる。

(ｱ) 法人にあっては、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書

(ｲ) 申請に係る土地の登記事項証明書（全部事項証明書に限る。）

(ｳ) 申請に係る土地の地番を表示する図面

(ｴ) 転用候補地の位置及び附近の状況を表示する図面（縮尺は、10,000分の１な

いし50,000分の１程度）

(ｵ) 転用候補地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設物間の距

離を表示する図面（縮尺は、500分の１ないし2,000分の１程度。当該事業に関

連する設計書等の既存の書類の写しを活用させることも可能である。）

(ｶ) 当該事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面（例

えば、次に掲げる書面又はその写しのように、資力及び信用があることを客観

的に判断することができるものとすることが考えられる。）

ａ 金融機関等が発行した融資を行うことを証する書面その他の融資を受けら

れることが分かる書面

ｂ 預貯金通帳、金融機関等が発行した預貯金の残高証明書その他の預貯金の

残高が分かる書面（許可を申請する者又はその者の住居若しくは生計を一に

する親族のものに限る。）

ｃ 源泉徴収票その他の所得の金額が分かる書面

ｄ 青色申告書、財務諸表その他の財務の状況が分かる書面

(ｷ) 所有権以外の権原に基づいて申請をする場合には、所有者の同意があったこ

とを証する書面、申請に係る農地につき地上権、永小作権、質権又は賃借権に

基づく耕作者がいる場合には、その同意があったことを証する書面

(ｸ) 当該事業に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決

等を要する場合において、これを了しているときは、その旨を証する書面
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(ｹ) 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意

見書（意見を求めた日から30日を経過してもその意見を得られない場合にあっ

ては、その事由を記載した書面）

(ｺ) 当該事業に関連する取水又は排水につき水利権者、漁業権者その他関係権利

者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面

(ｻ) その他参考となるべき書類（許可申請の審査をするに当たって、特に必要が

ある場合に限ることとし、印鑑証明、住民票等の添付を一律に求めることは適

当でない。）

(2) 法第５条の許可申請手続

ア 転用の目的で農地等について権利を設定し、又は移転するため法第５条第１項

の許可を受けようとする者には、様式例第４号の２による申請書を関係農業委員

会を経由して都道府県知事等に提出させる。その農地の権利を取得する者が同一

の事業（同一の事業主体が一連の事業計画の下に転用しようとする事業をいう。

以下同じ。）の目的に供するためその農地と併せて採草放牧地について権利を取

得する場合も、同様とする。

イ 申請書には、(1)のイの(ｱ)から(ｻ)までに掲げる書類（同イの(ｱ)は農地等につ

いて権利を取得しようとする者に係るものに限るものとし、(ｷ)及び(ｹ)中「農地」

とあるのは、「農地等」と読み替える。）を添付させる。

(3) 農地転用許可の申請者

法第４条第１項又は第５条第１項の許可（以下第４において「農地転用許可」と

いう。）の申請をする者は、次に掲げるとおりである。

ア 法第４条第１項の許可を申請する場合にあっては、農地を転用しようとする者

イ 法第５条第１項の許可を申請する場合にあっては、農地等について権利を取得

しようとする者及びその者のために権利を設定し、又は移転しようとする者の双

方とする。ただし、その申請に係る権利の設定又は移転が競売若しくは公売又は

遺贈その他の単独行為による場合及びその申請に係る権利の設定又は移転に関し、

判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求の認諾があり、民事調停法（昭和26年

法律第222号）により調停が成立し、又は家事事件手続法（平成23年法律第52号）

により審判が確定し若しくは調停が成立した場合には、この限りでない。

(4) 農業委員会の処理

ア 農業委員会は、申請書の提出があったときは、申請書の記載事項等につき検討

して様式例第４号の３による意見書を作成し、これを申請書に添付して都道府県

知事等に送付しなければならない。この場合、都道府県農業委員会ネットワーク

機構（農業委員会法第42条第１項の規定による都道府県知事の指定を受けた農業

委員会ネットワーク機構をいう。以下同じ。）に意見を聴いたときは、当該都道

府県農業委員会ネットワーク機構の意見も踏まえ意見書を作成する。

また、農業委員会は、その意見書の写しを保管する。

なお、意見決定の際特に問題として討議又は質疑が行われた事項があった場合

には、関係議事録の写しを意見書に添付する。

イ 農業委員会は、送付した申請書に対する指令書の写しの送付を都道府県知事等
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から受けたときは、意見書の写しに都道府県知事等の処理結果を記入する。

(5) 都道府県知事等の処理

ア 都道府県知事等は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要が

ある場合には人工衛星若しくは無人航空機の利用その他の手段により得られる動

画若しくは画像を活用すること等による調査（以下「人工衛星等利用調査」とい

う。）又は実地調査を行い、農地転用許可の可否を決定する。

イ 都道府県知事等は、農地転用許可の可否を決定したときは、指令書を申請者に

交付するとともに、その写しを関係農業委員会に送付する。この場合、指令書に

は、当該許可又は不許可に係る権利の種類及び設定又は移転の別を明記する。

なお、指令書は、当事者の連署による申請に係るものにあっては、その双方に

交付する。

ウ 都道府県知事等は、申請を却下し、申請の全部若しくは一部について不許可処

分をし、又は附款を付して許可処分をする場合には、指令書の末尾に次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める教示文を記載する。

(ｱ) ４ヘクタール以下の場合

「〔教示〕

１ この処分に不服があるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第

４条の規定により、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、都道府県知事に審査請求書（同法第19条第２項各号に掲げる事

項（審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選

した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、同法同条第４項に掲

げる事項を含みます。）を記載しなければなりません。）を提出して審査請求

をすることができます。

ただし、当該処分に対する不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との

調整に関するものであるときは、農地法（昭和27年法律第229号）第53条第２

項の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、公害等調整委員会に裁定申請書（鉱業等に係る土地利用の調整手

続等に関する法律（昭和25年法律第292号）第25条の２第２項各号に掲げる事

項を記載しなければなりません。）を提出して裁定の申請をすることができ

ます。

なお、この場合、併せて処分庁及び関係都道府県知事の数に等しい部数の

当該裁定申請書の副本を提出してください。

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に、都道府県を被告として（訴訟に

おいて都道府県を代表する者は都道府県知事となります。）、処分の取消しの

訴えを提起することができます。

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審

査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に提起することができます。

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、
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その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した

場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起す

ることが認められる場合があります。」

（留意事項） 指定市町村にあっては、下線の部分は、「都道府県」は「市

町村」、「都道府県知事」は「市町村長」と記載すること。

(ｲ) (ｱ)以外の場合

「〔教示〕

１ この処分に不服があるときは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第255条

の２第１項の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、農林水産大臣に審査請求書（行政不服審査法（平成26年

法律第68号）第19条第２項各号に掲げる事項（審査請求人が、法人その他の

社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査

請求をする場合には、同法同条第４項に掲げる事項を含みます。）を記載し

なければなりません。）正副２通を提出して審査請求をすることができます。

なお、審査請求書は、都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出するこ

ともできますし、また、直接農林水産大臣に提出することもできますが、直

接農林水産大臣に提出する場合には、○○市○○町○○番地 ○○農政局長

に提出してください。

ただし、当該処分に対する不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との

調整に関するものであるときは、農地法（昭和27年法律第229号）第53条第２

項の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、公害等調整委員会に裁定申請書（鉱業等に係る土地利用の調整手

続等に関する法律（昭和25年法律第292号）第25条の２第２項各号に掲げる事

項を記載しなければなりません。）を提出して裁定の申請をすることができ

ます。

なお、この場合、併せて処分庁及び関係都道府県知事の数に等しい部数の

当該裁定申請書の副本を提出してください。

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に、都道府県を被告として（訴訟に

おいて都道府県を代表する者は都道府県知事となります。）、処分の取消しの

訴えを提起することができます。

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審

査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に提起することができます。

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した
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場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起す

ることが認められる場合があります。」

（留意事項） 北海道及び指定市町村にあっては、下線の部分は記載しない

こと。なお、指定市町村にあっては、二重下線の部分は「農林

水産大臣」は「都道府県知事」、「都道府県」は「市町村」、「都

道府県知事」は「市町村長」と記載すること。

(6) その他処理上の留意事項

ア 申請に係る農地等の全部又は一部が賃借権の設定された農地等である場合であ

って、当該農地等について耕作又は養畜の事業を行っている者以外の者が転用す

るときは、その申請に係る農地転用許可は、当該農地等に係る法第18条第１項の

許可と併せて処理することとし、特に、指定市町村の長が処理する事案にあって

は、これら双方の許可に食い違いの生じないよう、許可権者間の連絡に留意する。

イ 法第４条第１項又は第５条第１項の許可権者（以下第４において「農地転用許

可権者」という。）は、農地転用許可をしようとする場合において、当該事業が

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条又は第43条第１項の許可（以下「開発

許可」という。）を要するものであるときは、開発許可の権限を有する者（以下

「開発許可権者」という。）に可及的速やかに連絡し、調整を図ることが望まし

い。また、農地転用許可及び開発許可は、この調整を了した後に同時にすること

が望ましい。

なお、２の協議を行う場合も、同様とする。

ウ 農地転用許可をするに当たっては、原則として「①申請書に記載された事業計

画に従って事業の用に供すること。②許可に係る工事が完了するまでの間、本件

許可の日から３か月後及びその後１年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係

る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を報告すること。③申請書に記載さ

れた工事の完了の日までに農地に復元すること。」という条件を付するものとし、

その他の条件を付するに当たっては、一定の期間内に一定の行為をしない場合に

は農地転用許可が失効するというような解除条件は避ける等、その条件は明確な

ものとし、その後の農地転用許可の効力等につき疑義を生ずることのないように

する。

（留意事項） ③については、農地の転用目的が一時的な利用の場合において記

載すること。

エ 転用目的が資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの（以下「資材置場

等」という。）である場合には、当該転用目的どおり十分な利用がなされないま

ま他用途に転換されることがないよう、農地転用許可権者及び農業委員会は、次

により対応することが望ましい。

(ｱ) 恒久転用により資材置場等とする目的で農地転用許可申請の相談があった場
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合の対応

ａ 農業委員会は、相談者から提示された事業計画から、一時転用により目的

が達成できる事案かどうかを検討し、関係書類とともにその結果を都道府県

又は指定市町村の農地担当部局（以下「都道府県等」という。）に報告する。

ｂ ａの報告を受けた都道府県等は、農業委員会の検討結果を踏まえつつ、一

時転用により目的が達成できる事案かどうかを検討し、その結果を農業委員

会に通知する。

ｃ 農業委員会は、ｂの通知において、当該事案が一時転用により目的を達成

できるとされている場合は、相談者に対し、一時転用による許可申請を行う

よう指導する。

なお、当該指導は、都道府県等が相談者に直接行うことも可能である。

(ｲ) 資材置場等とする目的で恒久転用の許可を行う場合の取扱いとその後の対応

ａ 都道府県等は、資材置場等とする目的の恒久転用の許可を行う場合は、ウ

のほか、「工事の完了の報告があった日から３年間、６か月ごとに事業の実

施状況を報告すること」という条件を付けるものとする。

ｂ 都道府県等は、aの報告を受けたときは、必要に応じて農業委員会の協力を

得て現地確認を行うものとする。

なお、当該報告や現地確認において、許可に係る土地が事業計画とは異な

る目的に使用されている場合は、許可を受けた者から事情を聴取等した上で、

法第51条第１項第４号に該当するかどうかを確認し、該当する場合は同項の

規定に基づく処分を検討するものとする。

オ 農地転用許可に関する指令書をその申請者に交付するときには、その指令書に

必ず「注意事項」として「許可に係る土地を申請書に記載された事業計画（用途、

施設の配置、着工及び完工の時期、被害防除措置等を含む。）に従ってその事業

の用に供しないときは、法第51条第１項の規定によりその許可を取り消し、その

条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、

若しくは相当の期限を定めて原状回復の措置等を講ずべきことを命ずることがあ

ります。」旨を記載する。

カ 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律（昭和46年法律第112号）第５条

第１項に規定する実施計画に基づく施設用地の整備など地域の振興等の観点から

地方公共団体等が定める公的な計画に従って農地を転用して行われる施設整備等

については、農業上の土地利用との調和を図る観点から、当該実施計画の策定の

段階で、転用を行う農地の位置等について当該実施計画の所管部局と十分な調整

を行う。

キ 市町村（指定市町村を除く。）が、則第25条第１号から第３号までに掲げる施

設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を設置するた

めの用地として農地を選定せざるを得ない場合には、農地転用許可を受けること

のできる農地が選定されるよう、当該許可申請に先立って２の(4)の例に倣い都道

府県知事と十分に調整を行うことが望ましい。

２ 法第４条第８項及び第５条第４項の協議の手続
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(1) 法第４条第８項の協議の手続

ア 法第４条第８項の協議をしようとする国、都道府県又は指定市町村の転用事業

担当部局（以下「４条協議者」という。）は、(4)の事前調整を行った上で様式例

第４号の４による協議書を都道府県知事等に提出する。

イ 協議書には、１の(1)のイの(ｲ)から(ｻ)までに掲げる書類を添付する。

(2) 法第５条第４項の協議の手続

ア 法第５条第４項の協議をしようとする国、都道府県又は指定市町村の転用事業

担当部局（以下「５条協議者」という。）は、(4)の事前調整を行った上で様式例

第４号の５による協議書を都道府県知事等に提出する。その農地の権利を取得す

る者が同一の事業の目的に供するためその農地と併せて採草放牧地について権利

を取得する場合も、同様とする。

イ 協議書には、１の(1)のイの(ｲ)から(ｻ)までに掲げる書類（同イの(ｷ)及び(ｹ)中

「農地」とあるのは、「農地等」と読み替える。）を添付する。

(3) 都道府県知事等の処理

ア 都道府県知事等は、協議書の提出があったときは、その内容を検討し、必要が

ある場合には人工衛星等利用調査又は実地調査を行った上で、協議の成立又は不

成立を決定する。

イ 都道府県知事等は、協議の成立又は不成立を決定したときは、その旨を記載し

た通知書を４条協議者又は５条協議者に送付するとともに、その写しを関係農業

委員会に送付する。この場合、通知書には、協議の成立又は不成立に係る権利の

種類及び設定又は移転の別を明記する。

ウ 都道府県知事等は、法第４条第８項又は第５条第４項の規定により協議を成立

させようとする事案については、あらかじめ関係農業委員会の意見を聴かなけれ

ばならない。

(4) 法第４条第８項及び第５条第４項の協議に関する事前調整

ア 都道府県知事等は、農地転用許可の対象となる施設を設置しようとする国、都

道府県又は指定市町村の転用事業担当部局に対し、農地転用に当たり当該許可が

必要であること及び当該許可に代えて協議を行うことができることを周知すると

ともに、協議の適正かつ円滑な実施を図るためには、転用候補地の選定前に農地

転用許可権者との間で事前調整を行うことが重要であることを常に周知徹底する。

イ 都道府県知事等は、転用候補地の選定前の段階で国、都道府県又は指定市町村

の転用事業担当部局から速やかに事業計画を入手するよう努めるとともに、必要

に応じ、転用事業担当部局から農地担当部局に対し、転用候補地の選定前に事業

計画に係る情報の提供を行うようルール化しておくことが望ましい。この場合、

事業計画の内容によっては、同一都道府県又は指定市町村の土地利用担当部局、

環境担当部局等の間で連絡調整を図ることも検討することが望ましい。

ウ 国、都道府県又は指定市町村の転用事業担当部局は、都道府県知事等に対し、

様式例第４号の６による事前調整申出書を提出する。この場合、当該転用事業担

当部局は、一の事業計画につき二以上の転用候補地があるときは、それぞれにつ

いて申出書を提出する。
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なお、必要に応じ、関係農業委員会の意見を聴くことが望ましい。

エ 事前調整に当たっての留意事項

(ｱ) 都道府県知事等は、法第４条第６項又は第５条第２項に規定する許可基準（以

下「農地転用許可基準」という。）に照らし、事業計画の適否について判断す

ることとし、特に、次に掲げる事項について検討するよう留意する。

ａ 農地の集団性・連たん性への影響

地域において公共転用によって損なわれるおそれのある農地の集団性・連

たん性に関する評価を行うこと。

ｂ 周辺の農地の確保への影響

公共転用が周辺の農地における農地転用を誘発する懸念に関する評価を行

うこと。この場合、周辺にある既存の公共施設又は公益的施設の種類・立地

状況、宅地化の状況等から、農地転用の拡大可能性を予測することが必要で

ある。

ｃ 周辺の農地に係る営農条件への影響

公共転用が周辺の農地に係る営農条件に及ぼす支障に関する評価を行うこ

と。

ｄ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の経営への影響

公共転用が地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者の経営の維持・発

展に及ぼす悪影響に関する評価を行うこと。

ｅ 地域の環境への影響

公共転用が現在又は将来における地域の街づくり、環境等に及ぼす悪影響

に関する評価を行うこと。

(ｲ) 都道府県知事等は、事業計画の適否について検討した結果、転用候補地の立

地等が不適当と判断した場合には、国、都道府県又は指定市町村の転用事業担

当部局に対し、速やかに事業計画を中止するよう勧告する。

オ 都道府県知事等の処理

(ｱ) 都道府県知事等は、事前調整申出書の提出があったときは、農地転用許可基

準に基づき事業計画の適否について判断し、その結果を書面により回答すると

ともに、関係農業委員会にその旨を連絡する。

(ｲ) 都道府県知事等は、転用候補地の選定が適当である旨回答しようとする場合

には、当該回答に、協議の際に留意すべき事項及び当該事項が充足されないと

き協議が不成立になる可能性がある旨を併せて記載する。

なお、留意すべき事項は、法第４条第６項第３号から第６号まで又は法第５

条第２項第３号から第７号までの該当項目の各事項について記載する。

(ｳ) 都道府県知事等は、法第４条第８項及び第５条第４項の協議に関する事前調

整が、優良農地の確保等の観点を踏まえ、転用候補地の選定が適正に行われた

ことの確認を目的とするものであることに鑑み、当該事前調整においては、転

用候補地の選定の適否の検討にとどめつつ、事務を迅速に処理するよう努める。

３ 法附則第２項の規定による協議の手続

(1) 都道府県知事等の処理
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ア 都道府県知事等は、法附則第２項の規定により地方農政局長（北海道にあって

は農村振興局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下「地方農政局

長等」という。）に協議しようとするときは、法第４条第１項若しくは第５条第

１項の規定による許可申請又は法第４条第８項若しくは第５条第４項の協議に係

る事業の概要、許可申請書又は協議書の記載事項等につき検討した上で様式例第

４号の７による概要書を作成し、これに必要な資料等を添付し、速やかに地方農

政局長等に提出する。

ただし、都道府県知事等が法附則第２項第１号又は第３号の規定による協議を

複数回に分けて行う場合は、既に行われた協議において提出した資料の提出は省

略できるものとする。

イ 都道府県知事等は、地方農政局長等から協議の回答を受けた後に、速やかに農

地転用についての許可若しくは不許可の処分又は協議の成立若しくは不成立の決

定を行う。

(2) 地方農政局長等の処理

地方農政局長等は、都道府県知事等から協議を受けたときは、その内容を検討し、

必要があると認めるときは、都道府県知事等に協議に係る内容等について確認を行

い、速やかに検討結果を都道府県知事等に通知する。

４ 標準的な事務処理期間

農地転用関係の事務に係る標準的な事務処理期間は、別表１のとおりとする。

５ 届出関係

(1) 法第４条第１項第７号の規定による届出の手続

ア 法第４条第１項第７号に規定する市街化区域（以下「市街化区域」という。）

内の農地を転用するため同号の規定による届出をしようとする者には、様式例第

４号の８による届出書を関係農業委員会に提出させる。

イ 届出書には、次に掲げる書類を添付させる。

(ｱ) 土地の位置を示す地図（縮尺は、10,000分の１ないし50,000分の１程度）

(ｲ) 土地の登記事項証明書（全部事項証明書に限る。）

(ｳ) 届出に係る農地が賃貸借の目的となっている場合には、その賃貸借につき法

第18条第１項の許可があったことを証する書面

(2) 法第５条第１項第６号の規定による届出の手続

ア 市街化区域内の農地等について転用の目的で権利を設定し、又は移転するため

法第５条第１項第６号の規定による届出をしようとする者には、様式例第４号の

９による届出書を関係農業委員会に提出させる。

イ 届出書には、(1)のイの(ｱ)から(ｳ)までに掲げる書類（同イの(ｳ)中「農地」と

あるのは、「農地等」と読み替える。）を添付させる。

(3) 添付書類その他についての留意事項

ア 届出者が相続後まだ相続による権利移転の登記を了していない場合のように、

届出者がその届出に係る農地等についての真正な権利者であるかどうかが土地の

登記事項証明書（全部事項証明書に限る。）によっては確認することができない

場合には、戸籍謄本（除籍の謄本を含む。）その他の書類の提出を求めて届出者
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がその届出に係る農地等の真正な権利者であることの確認を行うことが適当と考

えられる。

イ (ｱ)届出に係る農地等の賃貸借が農事調停等により成立した合意によって解約さ

れることとなっている場合その他その賃貸借契約が終了することとなっている場

合又は(ｲ)届出に係る農地等が賃貸借の目的となっている場合であって賃借人がそ

の農地等を転用し、若しくは転用のためその農地等を取得しようとする場合等に

おいては、その賃貸借につき法第18条第１項の許可があったことを証する書面を

添付する必要はないが、(ｱ)の場合には、これに代えて、解約につき合意の成立し

たことを証する書面その他この賃貸借契約が終了することが確実であると認める

ことができる書面を添付させることが適当と考えられる。

ウ 届出に係る農地等の賃貸借の解約等が法第18条第１項ただし書の規定により同

項の許可を要しないで行われている場合であって、その旨が同条第６項の規定に

基づいて関係農業委員会に通知されていないときは、その通知を届出と同様に行

わせることが適当と考えられる。

(4) 届出者

届出をする者は、次に掲げるとおりである。

ア 法第４条第１項第７号の規定による届出にあっては、１の(3)のアに掲げる者

イ 法第５条第１項第６号の規定による届出にあっては、１の(3)のイに掲げる者

(5) 農業委員会の処理

ア 農業委員会は、届出書の提出があったときは、速やかに届出に係る土地が市街

化区域内にあるかどうか、届出書の法定記載事項が記載されているかどうか及び

添付書類が具備されているかどうかを検討するほか、当該届出に係る農地等が賃

貸借の目的となっているかどうかを調査の上、その届出が適法であるかどうかを

審査して、その受理又は不受理を決定する。

イ 農業委員会は、届出を受理したときは、遅滞なく様式例第４号の10による受理

通知書をその届出者に交付し、届出を受理しないこととしたときは、遅滞なく理

由を付してその旨をその届出者に通知する。

ウ １の(5)のウの規定は、農業委員会が届出者に対し受理しない旨の通知をする場

合に準用する。

(6) 事務処理上の留意事項

ア 農業委員会は、届出書の提出があったときは、直ちに、届出者に対し、法第４

条第１項第７号又は第５条第１項第６号の規定による届出は農業委員会において

適法に受理されるまでは届出の効力が発生しないことを十分に説明し、受理通知

書の交付があるまでは転用行為に着手しないよう指導する。

イ 農業委員会は、届出書の提出があった場合には、直ちに、受理又は不受理の決

定に係る専決処理手続を進めるものとする。

また、受理又は不受理の通知書が遅くとも届出書の到達があった日から２週間

以内に届出者に到達するように事務処理を行う。

なお、届出に係る事務を専決処理したときは、当該事案について直近の総会又

は部会に報告することが適当と考えられる。
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ウ 農業委員会は、届出に係る農地等が土地改良区の地区内にあるときは、農地転

用を行う旨の届出がなされたことを当該土地改良区に通知する。

６ 違反転用等への対応

(1) 違反転用に対する処分等

ア 農業委員会の処理

(ｱ) 農業委員会は、法第51条第１項各号のいずれかに該当する者（以下「違反転

用者等」という。）に係る違反転用等の事案（以下「違反転用事案」という。）

を知ったときは、速やかに、その事情を調査し、遅滞なく様式例第４号の11に

よる報告書（(3)のイの(ｱ)による勧告をした事案又は農作物栽培高度化施設に

おいて農作物の栽培が行われないことが確実となった場合において農業委員会

から高度化施設用地が違反転用に該当する旨の報告があった事案を除く。）を

都道府県知事等に提出する。また、農業委員会は、その報告書の写しを保管す

る。

(ｲ) 農業委員会は、法第52条の４の規定による都道府県知事等に対する要請を行

う場合には、都道府県知事等が講ずべき法第51条第１項の規定による命令その

他必要な措置の内容を示して行うものとする。

(ｳ) 農業委員会は、イの(ｱ)又は(ｳ)による都道府県知事等の通知があったときは、

その処分又は命令が遵守履行されるよう違反転用者等を指導する。

(ｴ) 農業委員会は、違反転用者等に対してイの(ｳ)による都道府県知事等の通知に

係る処分又は命令の履行を完了したときは、遅滞なくその旨を書面により届け

出るよう指導する。この場合の屈出書の部数については、２部とする。

(ｵ) 農業委員会は、(ｴ)による処分又は命令の履行を完了した旨の届出があったと

きは、その旨を都道府県知事等に報告する。

なお、再び農作物栽培高度化施設と認められる事案については、当該施設が

則第88条の３各号の要件を満たしているかを農業委員会が確認した上で、都道

府県知事等に報告する。

(ｶ) 農業委員会は、違反転用者等がイの(ｳ)による都道府県知事等の通知に係る処

分又は命令の履行を遅滞していると認められる場合には、直ちに、その理由及

び処分又は命令の履行状況を報告すべきことを文書により督促し、漫然と日時

を経過させないよう留意することとし、その処理経過を都道府県知事等に報告

する。また、農業委員会は、その報告書の写しを保管する。

(ｷ) 農業委員会は、違反転用事案の処理経過を明確にし、事後の指導の便に資す

るため違反転用事案処理簿を作成し、これを保管する。この処理簿は、事案ご

とに、(ｱ)、(ｴ)及び(ｶ)、イの(ｱ)並びにイの(ｳ)に関する書類を合綴し、整理番

号を付したものとする。

イ 都道府県知事等の処理

(ｱ) 都道府県知事等は、アの(ｱ)による農業委員会からの報告書の提出等により違

反転用事案を把握した場合には、次のように対応すべきものとする。なお、高

度化施設用地が違反転用に該当することについては、農業委員会からの報告に

より確知するものとする。
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ａ 必要に応じて人工衛星等利用調査又は実地調査を行い、違反転用者等に

対し、期限を定めて是正するよう指導を行う。

ｂ ａの指導に応じない場合には、違反転用者等に工事その他の行為の停止

等を書面（様式例第４号の12）により勧告するとともに、農業委員会にそ

の旨を通知する。また、都道府県知事等は、その勧告書の写しを保管する。

ｃ ｂの勧告に従わない場合には、法第51条第１項の規定による処分又は命

令を行うことを検討するものとする。また、当該処分又は命令を行おうと

する場合には、行政手続法に基づき聴聞又は弁明の手続をとることが適当

と考えられる。

(ｲ) 違反転用者等が(ｱ)の指導に従わない場合には、刑事訴訟法（昭和23年法律第

131号）第239条第２項の規定により検察官又は司法警察員に対して告発をする

かどうかを検討する。

なお、この場合、書類の作成など告発のための手続等について、あらかじめ

検察官又は司法警察員と十分に調整を行うことが適当と考えられる。

(ｳ) 都道府県知事等は、違反転用事案の内容及び聴聞又は弁明の内容を検討する

とともに、当該違反転用事案に係る土地の周辺における土地の利用の状況、そ

の土地の現況、違反転用により農地等以外のものになった後においてその土地

に関し形成された法律関係、農地等以外のものになった後の転得者が偽りその

他不正の手段により農地転用許可を受けた者からその情を知ってその土地を取

得したかどうか、過去に違反転用を行ったことがあるかどうか、是正勧告を受

けてもこれに従わないと思われるかどうか等の事情を総合的に考慮して、処分

又は命ずべき措置の内容を決定する。この場合、当該違反転用事案に係る土地

が農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号。以下「農振法」と

いう。）第８条第２項第１号に規定する農用地区域内の土地であるときは、特

段の事情がない限りこれらの処分又は命令を行うことが適当と考えられる。

当該処分の内容を決定した場合にはこれを様式例第４号の13により、命ずべ

き措置の内容を決定した場合にはこれを様式例第４号の14により、それぞれ違

反転用者等に通知するとともに、その写しを関係農業委員会に送付する。また、

都道府県知事等は、その命令書の写しを保管する。

なお、処分書又は命令書は、配達証明郵便により送付することが適当と考え

られる。

(ｴ) 都道府県知事等が必要な処分をし、又は措置を命ずる場合について、法第63条

第１項第19号に該当する場合は１の(5)のウの(ｱ)の教示文を記載し、それ以外

に該当する場合は１の(5)のウの(ｲ)の教示文を記載する。

(ｵ) 都道府県知事等は、違反転用事案処理簿を作成し、これを保管する。この処

理簿は、事案ごとに、アの(ｱ)及び(ｳ)並びにイの(ｱ)及び(ｳ)に関する書類を合

綴し、整理番号を付したものとする。

ウ その他

(ｱ) 都道府県知事等は、違反転用者等に対してイの(ｳ)による処分又は命令をしよ

うとする場合であって、農地転用許可と開発許可との調整の内容を変更するこ
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ととなるものであるときは、あらかじめ当該処分又は命令の内容並びに当該処

分又は命令をする理由及び時期を開発許可権者に連絡することが適当と考えら

れる。

(ｲ) 都道府県知事等は、違反転用者等に対してイの(ｳ)による処分又は命令の履行

を完了したときは、遅滞なくその旨を書面により関係農業委員会を経由して届

け出るよう指導することが適当と考えられる。

(ｳ) 都道府県知事等は、違反転用者等がイの(ｳ)による処分又は命令の履行を遅滞

していると認められるときは、当該違反転用者等に対してその理由及び処分又

は命令の履行状況の報告を関係農業委員会を経由して提出させることが適当と

考えられる。

(2) 違反転用に対する行政代執行

ア 法第51条第３項の規定による公告

都道府県知事等は、法第51条第３項第２号に該当するときに同項の規定により

行政代執行を行う場合には、同項の規定による公告を行う。

なお、都道府県知事等は、同号の政令で定める方法により、違反転用者等であ

って確知することができないもの（以下「不確知違反転用者等」という。）に関

する情報の探索を行ってもなお違反転用者等を特定できない場合には、当該公告

を行う。具体的には、当該違反転用者等の氏名又は名称及び住所又は居所その他

の不確知違反転用者等を確知するために必要な情報（以下「不確知違反転用者等

関連情報」という。）を取得するため、次の措置をとる必要がある。

(ｱ) 農地法施行令（昭和27年政令第445号。以下「令」という。）第20条において

準用する令第18条第１号により登記所の登記官に対し、違反転用に該当する農

地等の登記事項証明書の交付を請求し、所有権の登記名義人又は表題部所有者

の氏名及び住所を確認する。

(ｲ) 令第20条において準用する令第18条第２号により当該農地等を現に占有する

者又は農地台帳に記録された事項に基づき不確知違反転用者等関連情報を保有

すると思料される者に対し、不確知違反転用者等関連情報の提供を求める。

(ｳ) 令第20条において準用する令第18条第３号により(ｱ)で確認した所有権の登記

名義人又は表題部所有者その他(ｱ)又は(ｲ)により判明した当該農地等の違反転

用者等と思料される者（以下「登記名義人等」という。）が記録されている住

民基本台帳を備えると思料される市町村の長に対し、不確知違反転用者等関連

情報の提供を求める。

(ｴ) 登記名義人等の死亡が判明した場合には、令第20条において準用する令第18条

第４号により、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備える

と思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本

又は除籍謄本の交付を請求し、当該登記名義人等の相続人を確認する。

次に、確認した相続人が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料さ

れる市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の

附票の写しの交付を請求する。

(ｵ) 登記名義人等が法人である場合には、当該法人の登記簿を備えると思料され
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る登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求することに

より、法人の名称及び住所を確認する。また、法人が合併により解散した場合

にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている

法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事

項証明書を請求することにより、合併後の法人の住所を確認する。合併以外の

理由により解散した場合にあっては、当該法人の登記事項証明書に記載されて

いる清算人を確認し、書面の送付などの措置によって、不確知違反転用者等関

連情報の提供を求める。

(ｶ) 令第20条において準用する令第18条第５号により(ｱ)から(ｵ)までの措置によ

り判明した違反転用者等と思料される者（(ｵ)の場合にあっては、法人又は法人

の役員）に対して、書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる

方法による書面の送付を行い、違反転用者等を特定する。なお、送付する住所

が当該農地等の所在する市町村内の場合には、訪問により代えることができる。

イ 事前準備

都道府県知事等は、法第51条第３項の規定により行政代執行を行う場合には、

あらかじめ次に掲げる準備をすることが適当と考えられる。

(ｱ) 行政代執行に際し、違反転用者等による妨害等が予想される場合等には、必

要に応じ、警察の協力を得るための手続を執ること。

(ｲ) 行政代執行の内容、方法、工程、要する経費等を記載した代執行計画を作成

すること。

(ｳ) 行政代執行に係る工事を業者に発注する場合には、時間的に余裕を持って会

計担当部局と調整すること。

(ｴ) 開発許可がなされた土地において行政代執行を行う場合には、その内容及び

実施時期等を開発許可権者に連絡すること。

ウ 行政代執行の実施

都道府県知事等は、行政代執行の実施に当たっては、後日違反転用者等から説

明を求められる場合等に備えて、代執行前、代執行作業中、代執行後の写真を撮

影するなど、代執行の実施状況、経過等が分かる記録を必ず残すことが適当と考

えられる。

また、都道府県知事等は、行政代執行の実施に当たっては、行政代執行法（昭

和23年法律第43号）第４条の規定の例により、当該処分のために現場に派遣され

る執行責任者に対し、本人であることを示す証明書を携帯させ、要求があるとき

は、いつでもこれを提示させることが適当と考えられる。

エ 行政代執行に要する費用の徴収

都道府県知事等が行政代執行を行ったことにより違反転用者等に負担させる費

用の徴収については、行政代執行法第５条及び第６条の規定を準用することとさ

れていることから、実際に要した費用の額及びこれを納付すべき期日を定め、違

反転用者等に対し、文書をもってその納付を命ずることが適当と考えられる。な

お、当該文書には、１の(5)のウの教示文を記載することが適当と考えられる。

(3) 農地転用許可後の転用事業の促進措置
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ア 農地転用許可後の転用事業の進捗状況の把握

(ｱ) 農地転用許可権者は、農地転用許可を受けた転用事業者がその許可に付され

た条件に基づく転用事業の進捗状況の報告を遅滞したときはその進捗状況の報

告を、事業計画どおり転用事業に着手していないと認められるときはその理由

の報告を、それぞれ文書により督促する。

なお、督促後も転用事業の進捗状況を記載した書面等を提出しない転用事業

者については、その者から事情を聴取し、必要に応じて現地調査を行うこと等

により、転用事業の進捗状況の把握に努めることが適当と考えられる。

(ｲ) 農地転用許可権者は、許可処分を行った事案について、その概要を整理し、

当該転用事業が完了するまでの間保存し、当該転用事業の進捗状況、事業進捗

状況報告書の提出状況等の把握及び提出の督促、事業計画に従った事業実施の

指導・勧告等を行うに際してこれを活用する。

なお、これらについては、様式例第４号の15の進捗状況管理表により、当該

転用事業の進捗状況等について管理することが望ましい。

イ 事業実施の指導・勧告

(ｱ) 農地転用許可権者は、次に掲げる場合には、速やかに事業計画どおり事業を

行うべき旨を文書により指導し、その指導に従わない場合には、事業計画どお

り事業を行うべき旨及び行わない場合には許可処分を取り消すことがある旨を

勧告する。

ａ 事業計画に定められた転用事業の着手時期（期別の事業計画によるものに

あっては、期別の転用事業の着手時期）から３か月以上経過してもなお転用

事業に着手していない場合

ｂ 事業計画に定められた事業期間の中間時点（期別の事業計画によるものに

あっては、期別の事業期間の中間時点）において、転用事業に着手されてい

るものの、その進捗度合が事業計画に定める中間時点における達成度合に比

べておおむね３割以上遅れていると認められる場合

ｃ 事業計画に定められた完了時期（期別の事業計画によるものにあっては、

期別の転用事業の完了時期）から３か月以上経過してもなお転用事業が完了

していない場合

(ｲ) なお、農地転用許可権者は、許可申請書に記載された事業計画の変更を行え

ば、当初の転用目的を実現する見込みがあると認められるものについては、転

用事業者に対し、(ｱ)による勧告に代えてオによる事業計画の変更の手続を執ら

せるよう指導することが適当と考えられる。

ウ 事業実施の勧告後の措置

(ｱ) イの(ｱ)による勧告を受けた者が、当該勧告の内容に従って事業計画の過半に

ついて工事を完了しない限り、新たに別の農地転用の許可申請があっても、当

該許可申請に係る事業実施の確実性は極めて乏しいと認められることから、農

地転用許可は行わないことが望ましい。ただし、農地転用許可後において他法

令による許可、認可等を要することとなった場合、埋蔵文化財が発見されその

発掘を要することとなった場合、非常災害による場合等勧告を受けた者の責に



- 20 -

帰することができないやむを得ない事情により事業計画に従った工事が遅延し

ていると認められる場合には、この限りでない。

また、イの(ｱ)による勧告を受けた者から新たに農地転用の許可申請があった

場合には、当該許可申請を受けた農地転用許可権者は、当該勧告を行った農地

転用許可権者に対し、勧告後の転用事業の進捗状況等を確認した上で、当該許

可の可否を判断することが適当と考えられる。

(ｲ) イの(ｱ)による勧告を行った後も転用事業者が事業計画どおりに転用事業を行

っていない場合において、当該転用事業を完了させる見込みがないと認められ

るときは、農地転用許可権者は、法第51条第１項の規定による許可の取消し等

の処分を行うか否かについて検討する。

なお、法第51条第１項の規定による許可の取消し等の処分を行うことが困難

又は不適当と認められる場合には、転用事業者に対し、当該処分に代えてエに

よる事業計画の変更の手続を執らせるよう指導することが適当と考えられる。

エ 許可目的の達成が困難な場合における事業計画の変更

農地転用許可権者は、ア及びイによる転用事業の促進措置を講じてもなお許可目

的を達成することが困難と認められる事案につき、法第51条第１項の規定による

許可の取消し等の処分が困難又は不適当と認められる場合において、転用事業者

が許可目的の変更を希望するとき又は当該転用事業者に代わって当該許可に係る

土地について転用を希望する者（以下「承継者」という。）があるときは、次に

より処理することが望ましい。

(ｱ) 事業計画の変更の承認

農地転用許可権者は、転用事業者に（承継者がある場合にあっては、転用事

業者及び承継者の連署をもって）事業計画の変更の申請を行わせ、当該申請が

次の全てに該当するときは、これを承認することができる。

ａ 農地転用許可の取消処分を行っても、その土地が旧所有者（転用事業者が

所有権以外の権原に基づき転用事業に供するものである場合にあっては、所

有者。以下同じ。）によって農地等として効率的に利用されるとは認められ

ないこと。

ｂ 許可目的の達成が困難になったことが転用事業者の故意又は重大な過失に

よるものでないと認められること。

ｃ 変更後の転用事業が変更前の転用事業に比べて、それと同程度又はそれ以

上の緊急性及び必要性があると認められること。

ｄ 変更後の転用事業がその事業計画に従って実施されることが確実であると

認められること。

ｅ 変更後の転用事業により周辺の地域における農業等に及ぼす影響が、変更

前の転用事業による影響に比べてそれと同程度又はそれ以下であると認めら

れること。

ｆ ａからｅまでに掲げるもののほか、変更後の転用事業が農地転用許可基準

により許可相当であると認められるものであること。

(ｲ) 事業計画の変更の申請の手続
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ａ 事業計画変更申請書（以下「申請書」という。）については、法第４条第

２項又は第５条第３項の規定の例により処理する。

ｂ 申請書には、次に掲げる事項を記載させる。

(a) 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地

及び代表者の氏名）

(b) 土地の所在、地番、地目及び面積

(c) 変更前の事業計画に従った転用事業の実施状況

(d) 転用事業者が変更前の事業計画どおりに転用事業を遂行することができ

ない理由

(e) 変更後の転用事業が変更前の転用事業に比し、同等又はそれ以上の緊急

性及び必要性があることの説明

(f) 変更後の事業計画の詳細

(g) 変更後の転用事業に係る資金計画及びその調達計画

(h) 変更後の転用事業によって生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害防除

施設の概要

(i) その他参考となるべき事項

ｃ 申請書には、次に掲げる書類を添付させる。なお、転用事業者が転用目的

の変更申請をする場合には、(a)から(d)までに掲げる書類の添付を要しない。

(a) 法人にあっては、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明

書（いずれも承継者に係るものに限る。）

(b) 申請に係る土地の登記事項証明書（全部事項証明書又は現在事項証明書

に限る。）

(c) 申請に係る土地の地番を表示する図面

(d) 位置及び付近の状況を表示する図面（縮尺は、10,000分の１ないし50,

000分の１程度）

(e) 変更後に建設しようとする建物又は施設の面積、配置及び施設物間の距

離を表示する図面（縮尺は、500分の１ないし2,000分の１程度。当該事業

に関連する設計書等の既存の書類の写しを活用させることも可能である。）

(f) 当該事業を実施するために必要な資力があることを証する書面（金融機

関等が発行した融資を行うことを証する書面や預貯金通帳の写し（農地転

用許可を申請する者のものに限る。）を活用させることも可能である。）

(g) 変更後の転用事業に関連して他法令の定めるところにより許可、認可、

関係機関の議決等を要する場合において、これを了しているときは、その

旨を証する書面

(h) 変更前の事業計画について関係者の同意若しくは意見（例えば、取水、

排水等についての水利権者、漁業権者、土地改良区等の同意又は意見）を

得ている場合又は変更後の事業計画について関係者の同意若しくは意見を

新たに求める必要がある場合には、当該事業計画の変更についてのこれら

の者の同意書又は意見書の写し

(i) 変更前の事業計画について地方公共団体が財政補助等の形で関与してい
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る場合には、事業計画の変更及びこれに伴う影響についての当該地方公共

団体の長の意見書

(j) 転用事業者が変更前の事業計画について旧所有者に対して雇用予約、施

設の利用予約等の債務を有している場合には、当該債務の処理についての

関係者の取決め書の写し及び旧所有者の事業計画変更についての同意書

(k) 事業計画の変更についての関係地元民の意向及びこれに対する申請者の

見解

ｄ 農地転用許可権者の処理

農地転用許可権者は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要

に応じ、現地調査等を行った上で、承認又は不承認を決定する。承認又は不

承認を決定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、関係農業委員

会に対し、その旨を連絡することが適当と考えられる。

(ｳ) 転用許可申請

農地転用許可権者は、(ｱ)により事業計画の変更の承認を受けた申請者に対し、

当該承認に係る土地の権利の設定又は移転について法第５条第１項の許可を要

するときは、改めて同項の許可申請手続を行うよう指導することが適当と考え

られる。

オ 転用目的の達成が可能な場合における事業計画の変更

農地転用許可権者は、イの(ｲ)により事業計画の変更を指導した事案及び転用事

業者が許可申請書に記載された事業計画等の変更を行えば転用目的を実現するこ

とができるものとして農地転用許可に係る事業計画の変更を希望している事案に

ついては、次により処理することが適当と考えられる。

(ｱ) 事業計画の変更の承認

農地転用許可権者は、転用事業者に事業計画の変更の申請を行わせ、エの(ｱ)

のｄからｆまでに掲げる事項の全てに該当するときは、これを承認することが

できる。

(ｲ) 事業計画の変更の申請の手続

ａ 申請書については、エの(ｲ)のａと同様の取扱いとする。

ｂ 申請書に記載する事項

申請書には、農地転用許可に係る許可申請書の変更部分を明らかにさせた

上で、エの(ｲ)のｂの(a)、(c)、(d)、(f)、(g)、(h)及び(i)に掲げる事項を

記載させる。

ｃ 申請書に添付する書類

申請書には、エの(ｲ)のｃの(e)から(j)までに掲げる書類を添付させる。

ｄ 農地転用許可権者の処理

農地転用許可権者は、エの(ｲ)のｄと同様の処理を行う。

カ 農地転用許可を要しない転用事業の変更又は中断

特定地方公共団体（地方公共団体のうち、都道府県及び指定市町村を除いたも

のをいう。以下このカにおいて同じ。）は、農業振興地域整備計画その他の土地

利用に関する計画との調和を図りつつ、農地転用許可基準に即した適切かつ合理
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的な土地利用が確保されることを前提として、則第29条第６号又は第53条第５号

に規定する施設の敷地に供するため農地等を転用するときは、農地転用許可を要

しないこととされている。このため、特定地方公共団体が農地転用許可を要しな

い転用事業を行う場合であっても、あらかじめ農地転用許可権者に相談を行うこ

とが望ましい。

また、特定地方公共団体が、農地転用許可を要しない転用事業に係る土地につ

いて、当初の転用目的を変更し、若しくは転用事業を行おうとする第三者に所有

権を移転し、若しくは使用収益権を設定し、若しくは移転する場合（以下「転用

目的の変更等を行う場合」という。）又は転用事業を中止する場合には、次によ

り処理することが望ましい。

(ｱ) 転用目的の変更等を行う場合

ａ 特定地方公共団体は、転用目的の変更等を行う場合には、転用事業者の氏

名（法人にあっては、名称）のほか、エの(ｲ)のｂの(b)から(i)までに掲げる

事項を記載した書面に、位置及び付近の状況を表示する図面、転用目的の変

更前及び変更後の建物又は施設の面積、配置及び施設物間の距離を表示する

図面等を添付して、農地転用許可権者に報告すること。

ｂ 農地転用許可権者は、ａの報告を受けた場合であって、当該報告の内容が

次の全てに該当し、かつ、変更後の転用事業が農地転用許可を要する場合に

該当するときは、１の(1)又は(2)により許可申請を行わせること（申請に必

要な書類であってａの報告時に添付したものに変更がない場合には、当該書

類をもって代えることができる。）。なお、変更後に農地転用許可できない場

合には、(ｲ)のｂにより処理すること。

(a) 当該土地が旧所有者によって農地等として効率的に利用されるとは認め

られないこと。

(b) 当初の転用目的の達成が困難になったことが当該特定地方公共団体の故

意又は重大な過失によるものではないと認められること。

(c) 変更後の転用事業が変更前の転用事業に比べて、それと同程度又はそれ

以上の緊急性及び必要性があると認められること。

(d) 変更後の転用事業がその転用目的に従って実施されることが確実である

と認められること。

(e) 変更後の転用事業により周辺の地域における農業等に及ぼす影響が、変

更前の転用事業による影響に比べてそれと同程度又はそれ以下であると認

められること。

(f) (a)から(e)までに掲げるもののほか、変更後の転用事業が農地転用許可

基準により許可相当であると認められるものであること。

(ｲ) 転用事業を中止する場合

ａ 特定地方公共団体は、転用事業を中止する場合には、農地転用許可権者に

その旨を書面により報告すること。

ｂ 農地転用許可権者は、ａの報告を受けた場合には、将来の当該土地の利用

見込み等を当該特定地方公共団体と協議し、必要な措置を講ずること。
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７ 是正の要求等

(1) 農地転用許可事務実態調査

本調査は、都道府県知事等が行う農地転用許可事務の適正な処理を確保するため、

国が、毎年、実施するものであり、本調査の結果、必要と認められる場合には、(2)

による是正の要求等を行うものである。また、本調査は、次に掲げるところにより

実施することを基本とするが、その詳細は、アの(ｲ)のａの重点課題等を踏まえて別

途定めるものとする。

なお、本調査のために行う都道府県知事等に対する資料の提出の要求は、地方自

治法第245条の４の規定による。

ア 実態調査の実施

(ｱ) 調査対象

本調査は、都道府県知事等が行う農地転用許可事務を対象とする。

(ｲ) 調査方法

調査の方法は、次に掲げるとおりとする。

ａ 毎年、重点課題を定めた上で実施する。

ｂ 都道府県知事等が行う農地転用許可事務に係る処分のうち１都道府県当た

り平均50件を抽出して調査する。

ｃ 農村振興局及び地方農政局（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以

下７において同じ。）の農地転用担当者がｂにより抽出された処分に係る関

係書類等を閲覧して行う。なお、必要に応じ、関係書類等の提供を求める。

(ｳ) 調査事項

調査事項は、次に掲げるとおりとする。

ａ 農地転用許可基準に適合しているか

ｂ 所要の添付書類が整っているか

ｃ 農地転用許可後の転用事業の進捗状況及びその完了が報告されているか

ｄ その他

イ 調査結果の取りまとめ

地方農政局長（沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長。以下７において

同じ。）は、本調査の結果を基に農村振興局長と調整した上で、次に該当する事

案を取りまとめる。

(ｱ) 本来ならば農地転用許可をすることができない事案であるにもかかわらず当

該許可をしている等、農地等の確保に支障を生じさせていることが疑われる事

案

(ｲ) (ｱ)について、都道府県又は指定市町村に見解を求め、その見解を踏まえた上

で、なお疑義が解消されない事案（以下「不適切事案」という。）

ウ 調査結果の報告

地方農政局長は、イにより取りまとめた結果を農村振興局長に報告する。

エ 調査結果の公表

農村振興局長は、北海道において自ら行った本調査の結果及びウにより報告を

受けた調査結果を取りまとめ、公表する。
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なお、地方農政局長は、本調査の実施に当たり、調査結果について公表される

旨都道府県又は指定市町村に通知する。

(2) 是正の要求等

ア 是正のための助言又は勧告

(ｱ) 地方農政局長等は、(1)の調査の結果、都道府県知事等が行う農地転用許可事

務に不適切事案がみられた場合には、その解消に向け都道府県知事等が将来講

ずべき措置の内容を検討する。

(ｲ) 地方農政局長等は、不適切事案がみられた都道府県又は指定市町村に対し、

(ｱ)により検討した都道府県知事等が講ずべき措置の内容を示して地方自治法第

245条の４第１項の規定により、是正のための助言又は勧告を行うことができる。

この場合、期限を定めて対応方針についての回答を求めることとする。

(ｳ) 地方農政局長等は、(ｲ)のほか、不適切事案がみられる指定市町村に対し、(ｱ)

により検討した当該指定市町村が講ずべき措置の内容を示して地方自治法第

245条の４第２項の規定により、是正のための助言又は勧告を行うよう、都道府

県知事に指示することができる。

この場合、期限を定めて対応方針についての回答を求めることとする。

イ 是正の要求

地方農政局長等は、アの(ｲ)による是正のための助言又は勧告を受けた都道府県

から期限までに対応方針についての回答がない場合、対応方針の回答が十分でな

い場合又は回答のあった対応方針どおりの対応がされていない場合には、地方自

治法第245条の５第１項の規定により、当該都道府県に対して是正の要求を行うこ

とができる。

ウ 是正の要求の指示

地方農政局長等は、アの(ｳ)による是正のための助言又は勧告に関する指示を受

けた都道府県経由で当該助言又は勧告を受けた指定市町村から期限までに対応方

針についての回答がない場合、対応方針についての回答が十分でない場合又は回

答のあった対応方針どおりの対応がされていない場合には、地方自治法第245条の

５第２項の規定により、当該指定市町村に対して是正の要求を行うよう、都道府

県知事に指示することができる。

エ その他の留意事項

地方農政局長は、アからウまでにより是正のための助言若しくは勧告若しくは

必要な指示又は是正の要求若しくは是正の要求の指示を行った場合には、農村振

興局長に報告する。また、これらに対する都道府県又は指定市町村からの対応方

針が提出された場合にも、農村振興局長に報告する。

オ 情報の共有

農村振興局長は、自らが是正の要求等を行ったもの及びエによる報告を受けたも

ののうち、他の都道府県又は市町村において同様の事態が生ずることのないよう

にする観点から特に必要があると認められるものに係る情報を取りまとめ、公表

する。
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第５ 農業委員会による農地所有適格法人の要件の適合状況の把握の関係

１ 法第６条第１項の報告関係

(1) 報告の手続

ア 報告書は、様式例第５号の１による。

イ 報告書に則第58条第２項第４号の「その他参考となるべき書類」（損益計算書

の写し、出勤記録の写し、総会議事録の写し等）を添付させる場合には、負担軽

減の観点から、第１の１の(3)のアからウまでに準ずる。

(2) 農業委員会による報告書の徴収及び整理

ア 毎事業年度の終了後３か月以内に報告書の提出がなかった場合には、当該報告

書を提出すべき農地所有適格法人（以下「報告法人」という。）が現に所有し、

又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地等の所在地を

管轄する農業委員会（以下「管轄農業委員会」という。）は、報告法人に対して、

書面により、速やかに報告するよう求める必要がある。

イ 管轄農業委員会は、報告書の提出があったときは則第59条に規定する記載事項

が記載されているかどうか及び則第58条第２項に規定する添付書類が具備されて

いるかどうかを検討し、報告書の記載事項又は添付書類に不備があり、農地所有

適格法人の要件の適合性の判断を適正に行うことが困難と認められるときはこれ

の補正又は追完を求める必要がある。

ウ 農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合におけるその法人及び

その一般承継人であって、農地等を現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益

を目的とする権利を有しているものについては、法第７条の規定による手続を進

めるため、報告法人と同様に、報告書（式例第５号の１）を作成し、事業年度の

終了後３か月以内に管轄農業委員会へ提出するよう求める必要がある。

(3) 令第16条第２号の規定による指定手続

ア 都道府県知事は、則第60条に規定する交換分合計画に係る公告をした場合には、

その交換分合によりその法人が権利を取得した土地が、権利を失った土地及び地

目、地積、土性その他の条件において近似するかどうかを審査し、指定書（様式

例第５号の２）を所有者に交付する必要がある。

イ 指定書を交付すべき期間は、アの公告のあった日の翌日から起算して３か月以

内とする。

ウ 都道府県知事が指定した土地は、令第17条の規定により法第７条第１項の規定

による買収をされない土地となることから、農業委員会による法第７条の手続の

適切かつ円滑な実施のために、都道府県知事は、指定書を交付した場合には、そ

の内容をその指定した土地の所在地を管轄する農業委員会に通知することが望ま

しい。

エ 都道府県知事からウの通知を受けた農業委員会は、指定された土地について、

２の農地所有適格法人の備考欄に記載しておくことが望ましい。

２ 農地所有適格法人の要件の適合状況の把握

管轄農業委員会は、報告法人ごとに、その法人が法第２条第３項に規定する農地所

有適格法人の各要件を満たしているか及び満たさなくなるおそれがないかについて確
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認するため、提出のあった報告書の内容を速やかに農地所有適格法人確認書（様式例

第５号の３）に取りまとめ、農業委員会の事務所に備え付けておく必要がある。

また、１による報告の内容のみならず、農業委員会の日常業務等を通じて得た情報

等を踏まえ、農地所有適格法人確認書に取りまとめるものとする。

第６ 農業委員会による農地所有適格法人への勧告の関係

１ 勧告書は、様式例第６号による。

２ 管轄農業委員会は、法第６条第１項の規定による報告等から、報告法人が、例えば、

次に掲げるような状況に至り、自主的に是正のための措置を講ぜず、法第２条第３項

に規定する農地所有適格法人の要件を満たさなくなるおそれがあると認められる場合

には、直ちに、法第６条第２項の規定により、要件を満たさなくなることのないよう

に、必要な措置をとるべきことを勧告する必要がある。

(1) 法第２条第３項第１号に規定する農業（第６において「農業」という。）以外の

事業の年間売上高が、単年で総売上高の過半を占め、かつ、その状態が恒常化する

おそれがある。

(2) 法第２条第３項第２号ホのみを満たして構成員となっている者の農業への年間従

事日数が激減し、則第９条に規定する日数を下回るおそれがある。

(3) 法第２条第３項第３号に規定する理事等又は同項第４号の使用人の農作業への年

間従事日数が激減し、農作業に則第８条に規定する日数以上従事する理事等又は使

用人が不在になるおそれがある。

３ 管轄農業委員会は、勧告に際して、その勧告を受ける法人に対し、法第６条第３項

に規定する農地等の所有権の譲渡しのあっせんの申出の意思があるかどうかを確認す

る必要がある。

４ 管轄農業委員会は、勧告を受けた法人がその勧告に係る農地所有適格法人の要件を

満たさなくなるおそれのある状況を是正しているかどうかについて、その勧告後最初

の報告又は日常的な指導活動等により確認する必要がある。

第７ 農地等の買収関係

１ 農業委員会の事務手続

農業委員会は、農地所有適格法人が法第２条第３項の各号に掲げる要件を満たさな

くなった場合における農地等の買収について、次により行う。

(1) 法第７条の公示手続

法第７条第２項に規定する公示及び縦覧は、次により行う。

なお、この公示及び縦覧は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平

成14年法律第151号）第８条及び農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する法律施行規則（平成15年農林水産省令第21号）第13条の規定により、

インターネットを利用する方法によることが可能であるため、インターネットを利用す

る方法で行うことを原則とする。

ア 法第７条第２項に規定する公示は様式例第７号の１により、縦覧は様式例第７

号の２による。
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イ 農業委員会は、公示及び縦覧を行った場合には、法第７条第１項に規定する法

人及び買収すべき農地等の所有者に対し、様式例第７号の３により通知を行う。

(2) 法第７条第３項の通知

ア 農業委員会は、(1)の公示をしたときは、法第７条第３項の規定により、遅滞な

く、農地等の所有者に様式例第７号の４により通知をしなければならない。

イ 農業委員会は、アの通知書を農地等の所有者に直接手渡した場合には記名を受

けておき、農地等の所有者に直接手渡すことができない場合には簡易書留又は配

達証明により郵送し、その配達記録等を保存しておく。

ウ 法第７条第３項の｢相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める

方法により探索を行ってもなおその者を確知することができないとき｣とは、次の

調査を実施したにもかかわらず、農地等の所有者が不明であるときのことをいう。

(ｱ) 令第18条第１号により登記所（法務局等）の登記官に対し当該農地等の登記

事項証明書を請求し、所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名及び住所地

等を確認すること。

(ｲ) 令第18条第２号において、「不確知所有者関連情報を保有すると思料される

者」とは「当該農地等を現に占有する者」、「農地法第52条の２の規定により農

業委員会が作成する農地台帳に記録された事項に基づき、当該不確知所有者関

連情報を保有すると思料される者」及び「当該農地等の所有者であって知れて

いるもの」をいう。令第18条第２号によりこれらの者に対し、他の当該農地等

の所有者の氏名及び住所地等について聞き取りを行うこと。

また、(ｳ)により所有権の登記名義人又は表題部所有者の生死が確認できない

場合には、知れている当該農地等の所有者の直系尊属の戸籍謄本又は除籍謄本

（以下「戸籍謄本等」という。）を請求することにより、当該者の直系尊属と

思われる所有権の登記名義人又は表題部所有者の戸籍謄本等の確認を行うこと。

(ｳ) 令第18条第３号では、(ｱ)により確認した所有権の登記名義人又は表題部所有

者の住所地の市町村の長に対し、住民票の写し又は住民票の除票の写しを請求

すること。

このほか、(ｲ)で確認された「当該農地等の所有者と思料される者」について

も、当該者が記録されている住民基本台帳を備えると思われる市町村の長に対

し、住民票の写し又は住民票の除票の写しを請求すること。

ただし、住所地が明らかである場合には、それをもって代えることができる。

(ｴ) 所有権の登記名義人又は表題部所有者の死亡が確認された場合には、令第18条

第４号により、所有権の登記名義人又は表題部所有者の戸籍謄本等を請求する。

所有権の登記名義人又は表題部所有者の戸籍謄本等には所有権の登記名義人又

は表題部所有者の相続人たる配偶者と子が記載されており、これらの者の記載

された部分に限って最新の戸籍謄本等を確認すること。

次に、確認した配偶者と子の戸籍の附票を備えると思われる市町村の長に対

し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しを請求す

ることにより、これらの者の住所の確認を行うこと。

(ｵ) 所有権の登記名義人又は表題部所有者が法人である場合には、登記所（法務
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局等）の登記官に対して法人の登記事項証明書を請求することにより、法人の

所在地を確認する。また、合併により解散した場合にあっては、合併後存続し、

又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思わ

れる登記所（法務局等）の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書を請求す

ることにより、合併後の法人の所在地を確認すること。

その他合併以外の理由により解散していることが判明した場合には、当該法

人の登記事項証明書に記載されている清算人（取締役等）を確認し、書面の送

付などの措置によって、不確知所有者関連情報の提供を求めること。

(ｶ) 令第18条第５号では(ｱ)から(ｵ)の措置により住所が判明した当該農地等の所

有者と思料される者（(ｵ)の場合は法人住所地又は役員住所）に対して、当該農

地等の所有者を特定するために書面（様式例第７号の４の２）を送付すること。

なお、当該書面は簡易書留又は配達証明により郵送し、その配達記録を保存

すること。

また、住所地が当該農地等と同一市町村内の場合には、訪問により代えるこ

とは差し支えないが、訪問の記録を残すこと。

(ｷ) (ｶ)による書面の送付後、２週間経過しても当該農地等の所有者と思料される

者から返信がない場合には、当該農地等の所有者と思料される者を不明者とし

て扱い、更なる聞き取りや現地調査は不要である。

(3) 法第７条第５項の届出

ア 届出は、様式例第７号の５による。

イ 農業委員会は、法第７条第５項に規定する届出がない場合には、公示の日の翌

日から起算して３か月経過後１週間以内に、農地等の所有者に対して様式例第７

号の６による通知をする。

ウ 農業委員会は、法第２条第３項の各号に掲げる要件を満たさなくなった農地所

有適格法人から要件全てを満たすに至った旨の届出があり、審査及び実態調査の

結果その届出が真実であると認められるときは、法第７条第５項の規定に基づき

買収すべき農地等の公示を取り消す旨の公示を行う（様式例第７号の７）。

また、届出が真実であると認められないときは、法第７条第６項の規定に基づ

きその旨の公示を行う（様式例第７号の８）。

なお、これらの公示を行ったときは、農地等の所有者に対して様式例第７号の

９又は様式例第７号の10により通知をする。

(4) 買収すべき農地等に係る書類の作成及び送付

ア 農業委員会は、法第７条第８項の規定に定める期間内に所有権の譲渡、賃貸借

の解除等が行われなかった場合又はこの期間内に法第３条第１項若しくは法第

18条第１項の規定による許可の申請があり、その期間経過後、これに対する不許

可の処分があった場合は、遅滞なく、様式例第７号の11により買収計画書（以下

「計画書」という。）を作成し、法第８条第１項の規定により地方農政局長（北

海道にあっては経営局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下第７

において同じ。）に送付する。

イ 農業委員会は、買収すべき農地等に法第12条に規定する附帯施設があるときは、



- 30 -

土地、建物その他の工作物、立木及び水の使用に関する権利の別に計画書を作成

し、買収される土地の農業上の利用のため特に必要があると認める理由を付して

地方農政局長に送付する。

ウ 計画書は６部（送付に係る土地が差押中であるときは７部）作成する。（都道

府県知事に対する計画書１部。買収令書の添付書類として５部（送付に係る土地

が差押中であるときは６部）。これに加え、担保権があるときは、担保権の数に

応じて作成し、後述する担保権者に対する通知書に添付する。）

(5) 担保権等を有する者への通知

ア 農業委員会は、計画書の作成に当たって、買収すべき土地の上にある先取特権、

質権、抵当権又は所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権

利（以下「担保権等」という。）に関する権利者の氏名又は名称、住所及び当該

権利の設定年月日について把握する。また、計画書を作成した場合において担保

権等を有する者に対して対価の供託の要否を20日以内に地方農政局長に申し出る

よう通知しなければならない。その通知書は、様式例第７号の12により担保権等

を有する者ごとに作成し、原則として地方農政局長に計画書を送付する前に行う。

イ 農業委員会は、担保権等を有する者に対して通知した場合には、計画書の「備

考」欄に通知を発した年月日を記入し、これに通知書の写しを添付して地方農政

局長に送付する。

(6) 買収令書交付後の公示及び縦覧

法第９条第３項に規定する公示は様式例第７号の13、同項に規定する縦覧は様式

例第７号の14による。

なお、この公示及び縦覧は、(1)の公示及び縦覧と同様に、インターネットを利用

する方法で行うことを原則とする。

２ 地方農政局長の事務手続

地方農政局長は、法第７条の規定による農地等の買収に係る事務を次により行う。

(1) 買収対価の算定

地方農政局長は、農業委員会から１の(4)により計画書の送付があった場合、３に

より対価の算定を行う。

(2) 差押中の借地等の差押債権者への通知

地方農政局長は、農業委員会から計画書の送付があり、その計画書に係る土地が

差押中であるときは、差押債権者に対し土地の表示、見込買収対価、予定買収日、

買収令書の交付の見込期日等を通知する。

(3) 買収令書の交付及び公示

ア 買収令書の作成

(ｱ) 地方農政局長は、農業委員会から送付された計画書について、適法なもので

あるか、誤りがないか等を確認し、附帯施設のある場合には買収を必要とする

理由を確認する。

また、行政手続法に基づく弁明手続については、農地等の所有者に対して計

画書に記載された事項等を通知して弁明の機会を与えた後に、計画書に記載さ

れたところに従って買収令書を様式例第７号の15により作成する。
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(ｲ) 地方農政局長は、計画書に誤りのあるとき又は農地等の所有者の弁明に理由

があるときは、農業委員会に計画書を返送し、訂正して再送付するよう求める。

また、公示について必要があれば取消又は変更を行う農業委員会を指導する。

(ｳ) 買収令書は４部（地方農政局長の控え、登記用、農地等の所有者用及び農業

委員会用）作成する。

(ｴ) 買収令書には、計画書に記載された事項のほか、買収の期日、対価、対価の

支払方法等があるが、買収の期日は対価支払に要する期間を考慮して決定する。

イ 法第９条の交付手続

(ｱ) 買収令書は、担保権等のない土地にあっては送付後遅滞なく、担保権等のあ

る土地にあっては担保権等を有する者に対価の供託の要否を通知した日の翌日

から起算して20日以内に地方農政局長に申し出るよう農業委員会から通知して

あるため、この申出期間の経過後遅滞なく、その土地の所有者に交付する。

(ｲ) 地方農政局長は、買収令書を配達証明郵便によって農地等の所有者に交付し、

また、同時に、その謄本を農業委員会に送付する。

(ｳ) 地方農政局長は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定め

る方法により探索を行ってもなおその農地の所有者等を確知することができな

いとき等の事由によって買収令書の交付ができないときは、その内容を法第９

条第２項の規定によって交付に代わる公示（様式例第７号の16）をする。

なお、この公示は、１の(1)のなお書きと同様に、インターネットを利用する

方法で行うことを原則とする。

ウ 地方農政局長は、買収令書の交付又は交付に代わる公示を行ったときは、遅滞

なく農林水産省会計事務取扱規程（昭和44年農林省訓令第９号。以下「会計事務

規程」という。）第４条の規定により支出に関する事務の委任を受けた者（北海

道にあっては大臣官房予算課経理調査官、都府県にあっては地方農政局総務部長

（北陸農政局、東海農政局及び近畿農政局にあっては地方農政局総務管理官）、

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局総務部長）に対し対価支払を依頼する。

３ 買収すべき農地等及び附帯施設の対価の算定

地方農政局長は、法第10条第１項の規定に基づく買収すべき農地等及び附帯施設の

対価の算定を次により行う。

(1) 農地等の対価の算定方法

ア 買収すべき農地等の対価の算定

令第19条に規定する買収すべき農地等の対価を算定する場合は、法令の定めに

よるほか、次による。

(ｱ) 対価の算定方法は、令第19条に規定する近傍類似農地等で耕作又は養畜の事

業に供するための取引があった農地等（以下「取引事例地」という。）を原則

として３件以上収集し、その取引事例地ごとに、その10アール当たりの取引価

格を基礎に取引事例地と買収すべき農地等との令第19条第１項各号に掲げる事

項（以下「各指標」という。）の関係を考慮して買収すべき農地等の10アール

当たりの価格を評定し、その評定価格のうち他のいずれの評定価格に対しても、

それらのほぼ３分の２以下及び２分の３以上であるものを除外した評定価格の
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平均評定価格を求め、当該価格に買収すべき農地等の面積を乗じて算定する。

(ｲ) 各指標の価格に影響する程度は、地域により異なるので、対価を算定する場

合における各指標のウェートのつけ方については、その地域の事情を調査の上

適正な対価を算定することができるよう各指標を総合的に判断して決める必要

がある。

(ｳ) 令第19条第１項に規定する「その他特殊な事情の下において行われる取引」

は、次に掲げる取引が考えられ、この場合、取引事例地には採用しない。

ａ 当事者が縁故関係にあるため通常の取引価格より安い価格又は高い価格と

意識している場合

ｂ 当該農地等が取得者の所有権に基づき耕作する土地（以下「自作地」とい

う。）の隣接地であり、水利、通行等その関連で通常の取引価格より高い価

格と意識している場合

ｃ 当該農地等が他に売却されるおそれがあり、その結果利用上不便等が生ず

ることをおそれて高い価格と意識している場合

ｄ 資金の借受けに際して付けられた代物弁済契約に基づいて行われた取引又

は借金の返済に迫られて行われた取引であり、通常の取引価格より安い価格

と意識している場合

ｅ その他取引当事者が通常の取引価格より安い価格又は高い価格と意識して

いる場合

ｆ その取引事情、価格からみて通常の取引といい難い場合

イ 権利価額の控除等

買収すべき農地等について、アによりその価格を算出したときは、これを基礎

に権利価額の控除、竹木価額の加算及び必要費の控除を行って買収対価を算出す

る。

(ｱ) 権利価額の控除

買収すべき農地等の上に地上権､永小作権､賃借権その他の使用及び収益を目

的とする権利（以下「耕作権」という。）の価額があるときは、その価額を差

し引く。

ａ 買収すべき農地等の近傍類似の農地等の上にある耕作権であって、買収す

べき農地の上にある耕作権とその種類及び内容を同じくする耕作権（以下「類

似の耕作権」という。）の最近１年間における取引（特殊な事情の下に行わ

れたと認められる取引を除く。以下同じ。)における10アール当たりの価格を

求め、これにその買収すべき農地等の面積を乗じて算定する。

ｂ ａに規定する耕作権の取引がない場合には、次による。

(a）近傍類似の農地等であって自作地であるものの最近１年間における取引

価格と、買収すべき農地等の近傍類似の農地等であって類似の耕作権があ

るものの最近１年間における取引価格との10アール当たりでの差額を求め、

これに買収すべき農地等の面積を乗じて算定する。

(b) 買収すべき農地等と農業事情が類似する区域内にある農地等であって、

買収すべき農地等の上にある耕作権と類似の耕作権があるものの、最近３
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～５年間における10アール当たりの取引価格と、その取引価格に係る農地

等の近傍類似の自作地の10アール当たりの取引価格との差額を求め、当該

自作地の10アール当たりの取引価格に対する割合を、買収すべき農地等に

ついてアにより算出した額に乗じて算定する。

(ｲ) 竹木の価格の加算

買収すべき農地等の上に竹木がある場合には、その農地等の所有者以外の者

が所有する場合及び別に附帯施設として買収する場合を除き、その価額を加算

する。

なお、竹木の価格は、(2)のイの(ｱ)の算定方法により算出する。

(ｳ) 必要費の控除

ａ 買収すべき農地等について占有者が民法（明治29年法律第89号）第196条又

は第608条に規定する必要費を負担しており、買収の期日においてその償還を

請求することができる権利があるときは、その必要費の額を取引価格から差

し引く。

ｂ 必要費の額は、次により算出する。

(a) 占有者が賃借人である場合には、その賃借人が負担した通常の必要費及

び特別の必要費の合計額とする。

(b) 占有者が使用貸借による借主である場合には、民法上その借主が償還を

請求できる必要費は特別なものに限られることに鑑み、差し引くべき必要

費の額は次のいずれかによる。

ⅰ その使用貸借による権利が期間の定めのあるものである場合における

控除すべき必要費の額については、その借主が負担した特別の必要費の

額を買収の期日から当該期間の満了するまでの残存期間に応じた年８分

による複利現価を算出して求めること

ⅱ その使用貸借による権利が期間の定めのないものである場合における

控除すべき必要費の額は、その借主が負担した特別の必要費の額とする

こと

(c) 占有者が賃借権及び使用貸借による権利以外の使用及び収益を目的とす

る権利に基づき占有を行っている場合には、その償還を請求することがで

きる必要費は特別なものに限られ、その差し引くべき額は、その権利者が

負担した特別の必要費の額につき、(b)のⅰの方法により算出した額とする。

(d) 占有者が無権原者である場合には、その占有者が負担した特別の必要費

とする。

ウ 農地等対価算定調書

農地等を買収する場合には、様式例第７号の17により農地等対価算定調書を作

成する。

エ アの算定が困難な場合の取扱い

(ｱ) 取引事例が収集できないことにより令第19条第１項の算定が困難な場合につ

いては、同条第２項の規定に基づき買収すべき農地等の対価の算定を次により

行うものとし、ａについては様式例第７号の18､ｂについては様式例第７号の19、
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ｃについては様式例第７号の20を作成する。

ａ 令第19条第２項第１号による算定

Ｒ

ｒ

Ｒ：１平方メートル当たり平均純収益（１年を単位として、農業収入から

農業経営費を控除し、土地の面積で除して求める。）

（注）１ 農業収入は、農産物の販売収入、自家消費分相当額その他

の収入の合計額とする。

２ 農業経営費は、種苗代、肥料代、諸材料費、水利費、防除

費、建物費、農機具費、畜力費、雇用労働費、自家労働費、

賃料料金、公租公課その他の経費の合計額とする。

ｒ：還元利回り（年利率４パーセントを標準とする。）

ｂ 令第19条第２項第２号による算定

Ｇ＋Ｄ

Ｇ：１平方メートル当たり素地価格（当該近隣地域内の素地の取得価格を

取得面積で除して求める。）

Ｄ：１平方メートル当たり造成工事費等（当該近隣地域内の農地等の土地

改良又は保全等に要する１平方メートル当たり工事費及び附帯費用）

ｃ 令第19条第２項第３号による算定

Ｂ
Ａ＝ａ×

ｂ

Ａ：買収すべき土地の対価

Ｂ：買収すべき土地の近傍の土地の価格

ａ：買収すべき土地に係る地方税法（昭和25年法律第226号）第341条に規

定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格（以

下「固定資産税評価額」という。）

ｂ：Ｂの土地に係る固定資産税評価額

（注）１ Ｂが農地の場合については、算式中に100分の55を乗じる。

２ ａ及びｂは、買収の期日現在における固定資産税評価額とする。

(ｲ) 取引事例が収集できないことにより令第19条第１項の算定が困難な場合、か

つ、農業収入等の算出や近傍の土地の固定資産税評価額を把握できない場合等

(ｱ)のａからｃまでの算定が困難な場合については、令第19条第２項第３号の規

定に基づき買収すべき農業者の対価の算定を、次により行っても差し支えない

ものとする（ただし、売払予定地が路線価の定められていない地域の土地であ

る場合に限る。）。この場合、様式例第７号の20の２を作成する。

Ａ＝ａ×ｃ

Ａ：買収すべき土地の対価

ａ：買収すべき土地に係る固定資産税評価額

ｃ：買収すべき土地の所在する地域における「財産評価基準書路線価図・評

価倍率表」（国税庁）の「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」に記載の
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当該土地の地目の倍率

(ｳ) 農業利用目的での通常の取引価格が転用価格の影響を強く受けていると認め

られる区域内の農地等を買収する場合等で事例が収集できず、かつ、令第19条

第２項の規定に基づき算定された価額が明らかに適正と認められない場合等に

は、不動産鑑定士等の精通者に評定を委託し、その結果をも参酌して買収すべ

き農地等の価額を算定する。このことは、以下においても同様とする。

(2) 附帯施設の対価の算定方法

令第21条に規定する附帯施設の対価を算定する場合は、法令の定めによるほか、

次によるものとし、様式例第７号の21を作成する。

ア 土地

令第21条に規定する農地等以外の土地については、次により算定する。

Ｂ 55
Ａ＝ａ× ×

ｂ 100

Ａ：買収すべき土地の対価

Ｂ：買収すべき土地の近傍の農地の価格

ａ：買収すべき土地に係る固定資産税評価額

ｂ：Ｂの土地に係る固定資産税評価額

（注）１ Ｂは、(1)のアの算定方法の例により算出した額とする。

２ ａ及びｂは、買収の期日現在における固定資産税評価額とする。

イ 立木、工作物又は水の使用に関する権利

令第21条に規定する立木、工作物又は水の使用に関する権利については、(1)の

算定方式の例により算定するものとするが、事例が収集できず、かつ、令第19条

第２項の規定に基づき算定された価額が明らかに適正と認められない場合等には、

次に掲げる方法により算定する。

(ｱ) 立木

ａ 用材用の竹木

(a) 用材用の竹木であって市場価格のあるものについては、次式により算出

する。

Au＋｛Dn（１＋ｒ）
u-n
＋･･･｝－（B＋V）｛（１＋ｒ）

u-m
－１｝

（１＋ｒ）u-m

Ａu：伐期収入（当該地方の慣行伐期時における立木材積に、現在山元立木

単価を乗じて算定する。）

Ｄｎ ：間伐収入（間伐収穫材積に現在山元立木単価を乗じて算定する。）

Ｂ ：地価（通常の山林経営を行う場合の標準的な地価を基準とし、近傍類

地の取引価格を勘案して算定する。）

Ｖ ：管理費資本（当該山林経営上投下される森林組合費、森林火災保険料、

森林見回り費等の年間経費の合計額を年利率で除して得た額。森林見

回り可能面積、年間見回り回数、１人１日当たり賃金は、森林管理署、

都道府県林務主管課、森林組合等で調査して定める。）

ｕ ：慣行伐期齢（森林管理署、都道府県林務主管課、森林組合等で、当該
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地方の慣行を調査するほか、森林法（昭和26年法律第249号）第５条

第２項の規定により都道府県知事が地域森林計画において定める標準

伐期齢を参考として定める。）

ｍ ：当該林齢

ｒ ：年利率

ｎ ：間伐年度

(b) 用材用の竹木であって市場価格のないものについては、次式により算出

する。

ⅰ 人工林の場合

（Ｂ＋Ｖ）{（１＋ｒ） ｍ －１}＋Ｃ １（１＋ｒ） ｍ ＋Ｃ ２（１＋ｒ） ｍ－１

＋･･････＋Ｃｍ（１＋ｒ）－{Ｄａ（１＋ｒ）ｍ－ａ ＋･･････}

Ｂ：地価（通常の山林経営を行う場合の標準的な地価を基準とし、近

傍類地の取引価格を勘案して算定する。）

Ｖ：管理費資本（当該山林経営上投下される森林組合費、森林火災保

険料、森林見回り費等の年間経費の合計額を年利率で除して得た

額。森林見回り可能面積、年間見回り回数、１人１日当たり賃金

は、森林管理署、都道府県林務主管課、森林組合等で調査して定

める。）

ｍ：当該林齢

Ｃ１、Ｃ２･･･Ｃｍ：初年度、２年度・・・ｍ年度に要した造林費

Ｄａ：ｍ年度以前ａ年度に得べき間伐収入

ｒ：年利率

ⅱ 天然生林の場合

天然生林の対価の算定については、ａに準じて算出する。

ｂ 果樹その他これに類するもの

(a) 未収益樹の場合については、次式により算出する。

Ａ１（１＋ｒ）
ｎ
＋Ａ２（１＋ｒ）

ｎ－１
＋･･････Ａｎ（１＋ｒ）

Ａ１、Ａ２･･･Ａｎ ：初年度、２年度･･･ｎ年度に要した育成投下経費（地代、

管理費、造園費等）

ｎ：樹齢

ｒ：年利率

(b) 収益樹の場合については、原則として次式により算出する。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒｎ

＋ ＋
（１＋ｒ） （１＋ｒ）２ （１＋ｒ）ｎ

Ｒ １、Ｒ ２･･･Ｒ ｎ：各樹齢に応ずる年間純収益額（平均収穫量に単価を乗

じて得た粗収入から経費を差し引いた額）

ｎ：残存効用年数

ｒ：年利率

(ｲ) 工作物

買収すべき工作物の対価については、次式により算出する。
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ｍ－ｎ
Ｐ Ｑ

ｍ

Ｐ：推定再築造費

ｍ：耐用年数

ｎ：経過年数

Ｑ：築造費又は取得費のうち所有者が負担した部分の割合

(ｳ) 水の使用に関する権利

ａ 水又は水域の一般使用（遊水、洗濯、吸水等）及び、許可使用であっても

社会通念上権利と認められる程度にまで成熟していないものは買収の対象と

しない。

ｂ かんがい用水利権については、当該権利が行使されている土地の平均年間

純収益額の水利権の消滅による減少額を年利率で除して得た額、その他それ

ぞれ地域の実情に応じて適正に算定して得た額により算出する。

(3) その他

買収すべき農地等及び附帯施設の対価の算定については、上記によるほか、「公

共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」（昭和37年6月29日閣議決定）等、又は「国

有林野等評価基準について」（平成13年9月20日付け13林国業第118号林野庁長官通

知）に準ずる。

第８ 農地所有適格法人の事務所等への立入調査の関係

１ 法第14条第１項の規定による立入調査（以下「立入調査」という。）は、法第６条

第１項の報告のほか、農業委員会法第35条第１項の規定に基づく報告、調査等により、

法第２条第３項に規定する農地所有適格法人の各要件を満たしているかどうかの確認

に努めてもなおその確認のために必要な場合に限って行うべきである。また、立入調

査における調査事項は、その必要の範囲内に限られることは言うまでもない。

２ 法第14条第２項に規定する農業委員、農地利用最適化推進委員（８において「推進

委員」という。）又は農業委員会の職員であることを示す証明書は、様式例第８号の

１による。

３ 立入調査に当たっては、当該調査時に、立ち入る事務所等の責任者（以下「責任者」

という。）の立会いを求め、必要な事項を聞き取るとともに、調査終了時に物品等の

破損、紛失等のなかったことの確認をとっておく必要がある。

４ 立入調査は、法人の営業時間内において行うことが望ましい。

５ 帳簿、作業日誌その他の書類の確認は、立入調査を行った場所で行い、できる限り

書類を外部に持ち出さないようにすべきであるが、やむを得ず持ち出す場合には、当

該書類を一定期間借りる旨を書面で明らかにし、調査に立ち会っている責任者の了解

を得る必要がある。

６ 立入調査の現場において不適正な事項が明確な場合、調査に立ち会っている責任者

の了解を得て、不適正な事項に関する証拠書類又は物件について、コピー又は写真に

より保存することが望ましい。

７ 立入調査において故意又は過失によって関係人に違法に損害を与えたときは、国家
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賠償法（昭和22年法律第125号）第１条の規定により損害賠償をしなければならないこ

とに留意し、適正かつ慎重な調査実施に努める必要がある。

８ 立入調査を行った農業委員、推進委員又は農業委員会の職員は、様式例第８号の２

により調査結果を取りまとめ、農業委員会会長へ報告する必要がある。

第９ 農地等の賃貸借の解約等の関係

１ 法第18条第１項第４号の届出関係

(1) 届出手続

ア 届出書は、様式例第９号の１による。

イ 届出書に則第66条第２項第３号の「その他参考となるべき書類」を添付させる

場合には、負担軽減の観点から、第１の１の(3)のアからウまでに準ずる。

(2) 農業委員会の処理

ア 農業委員会は、届出書の提出があったときは、速やかに届出に係る賃貸借の解

除が賃借人がその農地等を適正に利用していないと認められる場合に行われるも

のであるかどうか、届出書の法定記載事項が記載されているかどうか及び添付書

類が具備されているかどうかを検討し、その届出が適法であるかどうかを審査し

て、その受理又は不受理を決定する必要がある。

イ 農業委員会は、届出を受理したときは遅滞なく受理通知書（様式例第９号の２）

をその届出者に交付し、届出を受理しないこととしたときは、遅滞なく理由を付

けてその旨をその届出者に通知する必要がある。

(3) 事務処理上の留意事項

第１の４の(3)の規定は、農業委員会が法第18条第１項第４号の届出に関する事務

処理を行う場合に準用する。

２ 法第18条第１項の賃貸借の解約等の許可

(1) 許可申請手続

ア 許可申請は、様式例第９号の３による。

イ 許可申請書に則第64条第３項第３号の「その他参考となるべき書類」（賃貸借

契約書の写し、農地転用事業計画書等）を添付させる場合には、申請負担軽減の

観点から、特に第１の１の(3)のアからウまでに留意する。

(2) 農業委員会の処理

ア 農業委員会は、許可申請書の提出があった場合には、その記載事項及び添付書

類を審査するとともに必要に応じ実情を調査し、その申請が適法なものであるか

どうか（この場合、許可申請書の提出日について則第64条第２項、更新拒絶をし

ようとする日について法第17条の制限があることに留意する。）及び法第18条第

２項各号に該当するかどうかを検討する。

なお、この場合において、許可申請書の記載事項及び添付書類に不備があると

きは、これの補正又は追完を求める必要がある。

イ 農業委員会は、アの検討によりその申請の却下又は許可若しくは不許可につい

て意見を決定し、法第18条の許可申請に係る農業委員会の意見書（様式例第９号

の４）を作成し、これを議事録の写しとともに許可申請書に添付して速やかに都
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道府県知事（当該申請に係る農地等が指定都市（地方自治法第252条の19第１項の

指定都市をいう。以下同じ。）の区域内にある場合は、指定都市の長。以下第９

において同じ。）に送付する。

なお、農業委員会は意見書の写しを保管する。

ウ 農業委員会は、イの送付に係る申請に対する都道府県知事の指令書を受け取っ

た場合は、当該申請に係る意見書の控えに都道府県知事の処理結果を朱筆する。

(3) 都道府県知事の処理

ア 都道府県知事は、農業委員会の送付により許可申請書の提出があった場合には、

農業委員会の意見書及び議事録の写しを参考にし、(2)のアと同様により検討する。

なお、この場合において、許可申請書の記載事項及び添付書類に不備があると

きは、これの補正又は追完を求める必要がある。

イ 都道府県知事は、(1)の検討によりその申請を却下又は許可若しくは不許可を決

定し、指令書（様式例第９号の５）を申請者（当事者の連署による申請にあって

は、その双方の申請者）に交付するとともに、その内容をその申請に係る農地等

の所在地を管轄する農業委員会に通知する必要がある。

この場合において、許可しようとする事案については、あらかじめ、都道府県

農業委員会ネットワーク機構の意見を聴かなければならない。

３ 法第18条第６項の賃貸借の解約等の通知

(1) 通知書は、様式例第９号の６による。

(2) 通知書に則第68条第３項第５号の「その他参考となるべき書類」を添付させる場

合には、負担軽減の観点から、第１の１の(3)のアからウまでに準ずる。

(3) 農業委員会は、通知書を受理した場合にはその記載の内容に誤りがないかどうか

及びその賃貸借の解約の申入れ等が法第18条第１項の許可を受けることを要しない

ものであるかどうかを審査する。

(4) 農業委員会は、(3)の審査によりその賃貸借の解約の申入れ等が法第18条第１項た

だし書の規定により同項の許可を受けることを要しないものに該当しないと認めた

ときは、直ちにその賃貸借の当事者にその旨を通知する。

第10 農地等の賃貸借契約等の文書化の関係

１ 契約の文書化

(1) 農地等の賃貸借契約については様式例第10号の１を参考として契約書を作成する。

また、法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許可を受けようとする場

合の賃貸借契約又は使用貸借契約（以下「解除条件付契約」という。）については、

様式例第10号の２を参考として契約書を作成する。

転貸借契約の場合は、その土地の所有者と第一の賃借人との間で契約書例により

契約書を作成すると同時に第一の賃借人と第二の賃借人との間においても様式例第

10号の１又は２により別途に契約書を作成する。この後者の契約書作成の場合には、

契約書の見出しの下に「（転貸借）」を、貸主、借主の名義の上に「（転貸人）」「（転

借人）」を追加記載する。

(2) 既に文書化された貸借契約につき、契約書の書替えを行う場合は、様式例第10号
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の１又は２を参考として文書化することが望ましい。

２ 契約の当事者

契約の当事者が、民法第20条に規定する制限行為能力者である場合には、次の事項

につき留意する必要がある。

(1) 未成年者が契約をなす場合は、法定代理人（親権者、指定後見人、選任後見人）

の同意又は代理の有無

(2) 成年被後見人が契約をなす場合は、成年後見人の代理の有無

(3) 被保佐人が５年を超える契約をなす場合は、保佐人の同意の有無

(4) 後見人が被後見人に代ってその存続期間が５年を超える契約を締結し又は未成年

者がその契約をすることにつき後見人が同意する場合において後見監督人があると

きは、後見監督人の同意の有無

(5) 民法第17条第１項の審判を受けた被補助人が５年を超える契約をなす場合は、補

助人の同意又は補助人の同意に代わる家庭裁判所の許可の有無

３ 契約期間

契約期間については、果樹その他永年作物を栽培しているものは、その果樹の効用

年数を考慮して定める必要があるが、少なくとも10年以上とするのが適当であること

に留意する必要がある。

４ 転貸

農地等につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業が行われている土地

の転貸は、中間地主の発生等種々の弊害があるので農地法上認められた場合でかつ真

にやむを得ない場合以外は認めないよう留意する必要がある。もし転貸を認める場合

は、様式例第10号の１又は２のとおり制限事項を記載すること。

５ 賃貸借の目的物の修繕及び改良

(1) 賃貸借の目的物の修繕及び改良についての費用の分担は、法令に特別の定めのあ

る場合を除いて、修繕費は賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となっ

た場合を除き賃貸人の、改良費は賃借人のそれぞれの負担とするが、賃借物の返還

に当たっては民法第608条の賃借人の請求により賃貸人は、賃借人の負担した費用又

は有益費を償還する必要がある。

(2) 修繕改良工事により生じた施設がある場合には、その所有権が賃貸人又は賃借人

のいずれにあるか、契約終了の際に貸主から一定の補償をする必要があるかどうか

等について、明らかにする必要がある。

６ 賃貸借の目的物の経営費用

賃貸借の目的物に対する租税及び保険料は、賃貸人の負担とし、農業災害補償法（昭

和22年法律第185号）に基づく共済掛金は、賃借人の負担とする。土地改良区の賦課金

は、当該組合員の負担であり、原則として耕作者すなわち賃借人の負担となる。

７ 賃貸借契約等の終了の際の立毛補償

契約終了の際の立毛補償については、様式例第10号の１又は２のとおり契約書に明

らかにしておく必要がある。

８ 解除条件

解除条件付契約については、様式例第10号の２のとおり、取得しようとする者がそ
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の取得後においてその農地等を適正に利用していない場合に契約を解除する旨の条件

を契約書に記載すること。

９ 違約金等

解除条件付契約については、法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許

可を受けた者が撤退した場合の混乱を防止するため、農地等を明け渡す際の原状回復、

原状回復がなされないときの損害賠償及び中途の契約終了時における違約金支払等に

ついて、様式例第10号の２のとおり契約書に明記することが望ましい。

10 賃貸借の目的物の滅失等

(1) 賃貸借の目的物の一部が、滅失その他の事由により使用及び収益をすることがで

きなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰すことができない事由による

ものであるときは、民法第611条第１項の規定に基づき、借賃は、請求せずとも当然

に減額されることに留意する必要がある。

(2) 賃貸借の目的物の全部が、滅失その他の使用及び収益をすることができなくなっ

た場合には、民法第616条の２の規定に基づき、賃貸借契約は終了することに留意す

る必要がある。

第11 強制競売、競売及び公売の特例関係

１ 法第22条の買取りの事務手続

地方農政局長（北海道にあっては経営局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務

局長。以下第11において同じ。）は、競売に係る買取りを、次により行う。

(1) 則第69条の規定に基づく強制競売又は競売を申し立てた者からの農地等の買取り

の申出書を受理する場合には、その申出書の記載事項及び添付書類を審査し、その

農地等の実態を把握の上、不備があるときは、補正又は追完を求める。

(2) 強制競売又は競売を申し立てた者からの農地等の買取りの申出書に対して、法第

22条第２項各号に掲げる事由に該当する場合、その申出を却下する。

(3) (2)の却下を行わないときは、強制競売又は競売の執行裁判所に対し、次の入札又

は競り売りを実施するべき日までに買取りの申入れをする。

(4) 買取りの申入れに当たっては、次の事項を記載した買取申入書を作成し、強制競

売又は競売を申し立てた者からの農地等の買取りの申出書の写しを添付して行う。

ア 強制競売又は競売の執行裁判所の事件番号及び事件名

イ 農地等の所在、地番、地目及び面積

ウ 令第19条に定めるところにより算出した額

(5) 売却許可決定の確定後、強制競売又は競売の執行裁判所の指定する期日までに代

金を支払わなければならない。

(6) 所有権移転登記は、強制競売又は競売の執行裁判所において嘱託登記する。

２ 法第23条の買取りの事務手続

地方農政局長は、公売に係る買取りについて次により行う。

(1) 則第70条の規定に基づく滞納処分を行う行政庁からの農地等の買取りの申出書を

受理する場合には、その申出書の記載事項を審査し、その農地等の実態を把握の上、

不備があるときは、補正又は追完を求める。
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(2) 行政庁からの農地等の買取りの申出書に対して、法第22条第２項第２号から第４

号までに掲げる事由に該当する場合、その買取りを申し入れることはできない。

(3) 行政庁に対する買取りの申入れに当たっては、次の事項を記載した買取申入書を

作成して行う。

ア 滞納者の氏名又は名称及び住所

イ 公売に付された農地等の所在、地番、地目及び面積

ウ 令第19条に定めるところより算出した額

(4) 行政庁は、(3)の買取申入書を受領した場合には、その受領の日の後10日以内に地

方農政局長に対して代金の納付書を送付する。

(5) 地方農政局長は、所有権移転の登記をすべき旨の請求書を行政庁に対して送付す

るものとする。

３ 法第24条の通知

地方農政局長は、１又は２により農地等を取得した場合、次の事項を農業委員会に

通知する。

(1) 農地等の所在、地番、地目及び面積

(2) 取得価額及び期日

(3) 取得した事由

第12 和解の仲介の関係

１ 農業委員会による和解の仲介

(1) 和解の仲介の申立て

ア 和解の仲介（以下「仲介」という。）の申立書は、様式例第12号の１による。

イ 口頭で仲介を申し立てる場合には、申立人が農業委員会の事務所に出頭し、農

業委員会職員の面前で申し立てる事項を陳述させる必要がある。この場合には農

業委員会職員は、申立人が陳述した事項を記録し、調書を作成した後、申立事項

を申立人に読み聞かせて申立ての内容に相違ないことを確認し、その調書の末尾

に当該申立人が署名又は記名押印する必要がある。調書は、様式例第12号の２に

よる。

ウ 代理人が申し立てる場合には、当該申立てにつき代理権を有することを証する

書面を提出する必要がある。

(2) 仲介委員の指名等

ア 農業委員会会長は、仲介の申立てがあったときは、当該紛争が、農業委員会に

おいて仲介することが困難若しくは不適当であると認められる場合又は法第25条

に規定する要件を欠くと認められる場合を除き、遅滞なく仲介委員を指名し、仲

介を行わせる必要がある。

イ 「仲介することが困難若しくは不適当」とは、次の掲げる場合とする。

(ｱ) その紛争に係る農地等のうちに他の農業委員会の区域内にある農地等が含ま

れているとき

(ｲ) その事件が農地等に係る行政処分の変更等を必要とすることとなることが予

想されるとき
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(ｳ) その紛争の当事者の一方が、国、都道府県又は市町村であるとき

(ｴ) その紛争の当事者の一方が当該農業委員会の委員又はその配偶者若しくは世

帯員等であるとき

(ｵ) その紛争が、所有権の存否に係る純法律的な紛争、農業委員会で既に仲介を

試みたことのある紛争でその後当該紛争についての基本的な事態に変更のない

もの、多数の当事者に係る紛争等農業委員会が自ら仲介することを困難又は不

適当と認める事由があるとき

ウ 農業委員会会長は仲介の申立てがあった事件について仲介委員を指名したとき

は遅滞なく、当事者に対し様式例第12号の３により仲介を開始する旨を通知する

とともに、都道府県知事に対し様式例第12号の４によりその旨及び当該紛争の概

要を通知する必要がある。

エ 農業委員会会長は、仲介の申立てがあった事件のうち農業委員会において仲介

を行うことが困難若しくは不適当であると認められるもの（仲介委員から(3)のキ

の申出があったものを含む。）があった場合には、次の農業委員会の会議におい

て、都道府県知事に仲介を行うべき旨の申出をすることとするか又は農業委員会

が仲介を行うこととするかの決定を得る必要がある。

オ 農業委員会は、エにより都道府県知事に仲介を行うべき旨の申出をすることと

決定した場合にあっては、遅滞なく、申立人の同意書を徴した上、都道府県知事

に対し様式例第12号の５による申出をする必要がある。

カ 農業委員会会長は、仲介委員を指名するに当たっては、次に掲げる委員は当該

事件の仲介委員に指名すべきではない。

(ｱ) 当該紛争の当事者の親族たる委員

(ｲ) 当該紛争について利害関係を有する委員

キ 農業委員会会長は、仲介委員に事故があるときは仲介委員の指名を解き新たに

仲介委員を指名する。この場合には、当事者及び小作主事に対し、その旨を通知

する必要がある。

(3) 仲介手続

ア 仲介委員は、その互選により仲介主任を定める必要がある。

イ 当事者、小作主事等への通知その他の行為は、仲介主任が行う必要がある。

ウ 仲介に関する意思決定は、多数決により行うことができるが、仲介の期日及び

場所、仲介の方針、和解条項、仲介の終了等については、その性質上、全員一致

の意見に基づいて行うよう努める必要がある。

エ 令第23条第１項の規定による仲介期日の通知は原則として様式例第12号の６に

よる。

オ 仲介委員は、令第23条第１項の規定による仲介期日の通知をしたときは、都道

府県の小作主事に対し、その旨を通知する必要がある。

カ 仲介期日には、当事者の出頭を求める必要がある。

ただし、仲介期日にやむを得ない理由により自ら出頭できないときには、代理

人の出頭でもさしつかえないが、この場合には、当該事件の仲介についての代理

権を授与したことを証する書面を提出させる必要がある。
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キ 仲介委員は、仲介に係る事件を農業委員会において仲介を行うことが困難又は

不適当である事情が判明したときは、申立人の同意を得て、農業委員会会長に対

し、都道府県知事による仲介の手続をとるよう申し出ることができる。

ク 仲介委員は、仲介に係る紛争が農事調停等他の法令による紛争処理制度に係属

しているときは、その係属中は、仲介手続を休止する必要がある。

ケ 仲介による和解が成立したときは、仲介委員がその内容を記載した調書を作成

し、仲介委員及び当事者双方（仲介手続に参加した利害関係人のうち、その和解

の結果を容認した者を含む。）は、その調書の末尾に署名又は記名押印する必要

がある。

コ 仲介委員は、仲介の場所において令第25条第２項の規定により仲介を打ち切る

旨を決定したときは、当事者及び参加人に対し、その旨を様式例第12号の７によ

り通知して仲介を打切る必要がある。

サ 仲介手続中に申立人から仲介の申立ての取下げがあったときは、その時に仲介

は終了することとなるので、仲介の場所以外において取下げがあったときは、仲

介委員は、被申立人及び参加人に対し様式例第12号の８によりその旨を通知する

必要がある。

シ 仲介委員は、和解が成立したとき、又は令第25条第２項の規定により仲介を打

ち切ったときは、その結果を農業委員会会長に報告する必要がある。

ス 農業委員会は、申し立てられた事件について仲介が終了したときは、都道府県

知事に対し、様式例第12号の９により仲介結果を通知する必要がある。

セ 農業委員会職員は、仲介に出席するとともに、仲介主任の命を受けて仲介手続

に係る書面の作成その他の事務を処理する必要がある。

(4) 仲介の記録等

ア 農業委員会は、様式例第12号の10による和解の仲介申立簿を備え、事件名、

申立人、仲介委員及び結果を記載する必要がある。

イ 農業委員会は、仲介の申立てがあった事件につき自ら仲介を行ったときは、

様式例第12号の11により事件ごとに記録簿を作成し、仲介の経過及び結果を記

録しておく。この場合、仲介の経過には、仲介の期日ごとにその出席した仲介

委員、当事者及び利害関係人等の氏名並びに仲介の概要を記載する必要がある。

ウ 農業委員会は、仲介により成立した事件につき、(3)のケで作成した調書の原

本を整理し、これを保存する必要がある。

エ 農業委員会は、当事者その他利害関係人から申請があったときは、和解調書

の謄本を交付する必要がある。

(5) 小作主事等の意見聴取

ア 法第26条の規定により聴く都道府県の小作主事の意見は、遅くとも、和解を

成立させる前に、成立させるべき和解条項の可否について聴くこととし、必要

があれば仲介方針についても聴く必要がある。

イ 仲介委員は、法第26条第１項に規定する事項以外の事項に係る紛争であって

も、その内容が純法律的なもの又は相当長期間にわたる法律関係を成立させる

こととなるものについては、努めて都道府県の小作主事の意見を聴くことが望
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ましい。

ウ 農業委員会は、小作主事が口頭で意見を述べたときは、その旨を(4)のイの記

録簿に記録し、書面により意見が述べられたときは、その意見書と記録簿を整

理し、保管する必要がある。

(6) 都道府県の処理

ア 小作主事は、１の(2)のウの通知を受けたときは、仲介を行うのに必要と認め

られる意見を仲介委員に述べる必要がある。

イ 小作主事は、仲介委員から、意見を求められたときは、仲介期日に出席して、

当事者から事情を聴取し、意見を述べることとするが、仲介期日に出席できな

いときは、仲介委員又は農業委員会職員等から事件の内容の詳細を聞き、書面

その他の方法によって意見を述べる必要がある。

ウ 都道府県においては、農業委員会が行った仲介事件につき、事件ごとに整理

し、小作主事が意見を述べたときは、その要旨を記録しておく必要がある。

エ 小作主事は、その発する書面には、その職印を押印する必要がある。

オ 都道府県の支庁、地方事務所等の機関に在職する小作主事にア及びイの事務

を担当させる場合には、あらかじめ、関係農業委員会にその旨を通知する必要

がある。

２ 都道府県知事による仲介

(1) 都道府県知事は、農業委員会から仲介を行うべき旨の申出があったときは仲介を

行う。

(2) 都道府県知事は、法第28条第２項の規定により小作主事その他の職員（以下「小

作主事等」という。）に仲介を行わせる場合には当該事件を担当する小作主事等を

指定する。この場合には、当事者に対し、小作主事等に仲介を行わせることとした

旨及び担当小作主事等の氏名を様式例第12号の12により通知する必要がある。

(3) 都道府県知事（法第28条第２項の規定により小作主事等に仲介を行わせる場合に

は当該小作主事等。(4)において同じ。）は仲介期日を定めたときは、当事者に対し

仲介の期日、仲介の場所の他必要な事項を通知する必要がある。この場合の通知は、

様式例第12号の６に準ずる。

(4) 仲介による和解が成立したときは、都道府県知事がその内容を記載した調書を作

成し、都道府県知事及び当事者双方（仲介手続に参加した利害関係人のうち、その

和解結果を容認した者を含む。）は、その調書の末尾に署名又は記名押印をする必

要がある。

(5) 小作主事等は、事件につき和解が成立したとき又は令第25条第２項により仲介を

打切ったときは、その結果を都道府県知事に報告する必要がある。

(6) 令第28条の規定による仲介結果の通知は、様式例第12号の９に準じて行う必要が

ある。この場合、この通知書には「４仲介の経過」として農業委員会が所掌事務の

処理上参考となるべき仲介の経過の概要を記載する必要がある。

(7) 都道府県知事は、仲介を行うため必要があるときは、農業委員会の意見を聴くこ

とができる。

(8) １の(4)の仲介の記録は、都道府県知事による仲介に準用する。
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第13 利用意向調査等に関する措置関係

１ 農業委員会に対する申出

農業委員会は、法第31条第１項の規定による申出を行った者に対して、当該申出に

係る農地の利用状況調査その他講じた措置について連絡することが望ましい。

２ 利用意向調査の方法

農業委員会は、法第32条第１項の規定による利用意向調査を行うに当たっては、農

地中間管理事業の事業実施地域内の農地について、所有権に基づき使用及び収益をす

る者に対して、農地中間管理事業を利用するよう促すことが望ましい。

(1) 法第32条第１項の規定による利用意向調査は、様式例第13号の１による。

(2) 所有者を確知できない遊休農地等の所有者の探索については、様式例第13号の２

による。

(3) 法第32条第３項の規定による公示は、様式例第13号の３-１による。

(4) 法第32条第３項の規定による通知は、様式例第13号の３-２による。

３ 公示を行った農地の所有者等から農業委員会への申出の方法

法第32条第３項第３号の規定による申出は、様式例第13号の４による。

４ 農地の所有者等による公示が必要である旨の申出

則第78条第２号の規定による申出は、様式例第13の５による。

５ 農地中間管理機構による過失がなくてその農地の所有者を確知することができない

旨の通知

則第78条第３号に該当する農地がある旨の農業委員会への農地中間管理機構による

通知は、様式例第13号の６による。

６ 農地中間管理機構等による協議の申し入れ

(1) 利用意向調査に係る農地の所有者等から農地中間管理事業を利用する意思がある

旨の表明があったときは、速やかに農地中間管理機構に対し、通知を行うことが望

ましい。

(2) 法第35条第１項の規定による通知は、様式例第13号の７による。

７ 農地中間管理権の取得に関する協議の勧告

(1) 法第36条第１項の規定による勧告は、様式例第13号の８による。

(2) 法第36条第２項の規定による通知は、様式例第13号の９による。

８ 農地中間管理権の取得に関する協議の勧告

農地中間管理機構は、法第36条第２項の規定に基づく農業委員会からの通知を受け

た場合は、その旨を都道府県知事に連絡するとともに、当該農地の所有者等との協議

結果についても都道府県知事に連絡することが望ましい。

９ 農地中間管理権の設定に関する裁定の申請

則第81条に規定する申請書は、様式例第13号の10による。

10 農地中間管理権の設定に関する意見書の提出

法第38条第１項の規定による通知は様式例第13号の11により、同項に規定する意見

書は様式例第13号の12による。

11 都道府県知事の裁定の標準的な事務処理期間
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都道府県知事は、裁定をしようとするときは、都道府県知事に裁定の申請があった

日から起算して原則として２月以内に行うものとする。なお、都道府県において知事

の処分に係る申請の処理期間について別に定めている場合は、この限りでない。

12 農地中間管理権の設定に関する裁定の通知

法第40条第１項の規定による農地中間管理機構に対する通知は様式例第13号の13に

より、当該申請に係る農地の所有者等に対する通知は様式例第13号の14による。なお、

併せて、当該農地の所在地を管轄する農業委員会に対して、法第39条第２項各号に掲

げる事項を提供すること。

13 所有者等を確知することができない場合における農地の利用

(1) 法第41条第１項の規定による通知は様式第13号の15による。

(2) 則第85条に規定する申請書は様式例第13号の16による。

(3) 則第86条第１項に規定する通知は様式例第13号の17、同条第２項に規定する公告

は様式例第13号の18による。なお、併せて、当該農地の所在地を管轄する農業委員

会に対して、法第39条第２項各号に掲げる事項を提供すること。

(4) 都道府県知事は、法第41条第１項に規定する利用権の始期までに、当該農地を利

用する権利の裁定において定められた補償金（以下「補償金」という。）の供託が

されたか、供託書正本の写しにより確認することが望ましい。

(5) 補償金の供託手続については、供託法（明治32年法律第15号）及び供託規則（昭

和34年法務省令第２号）等の法令の定めによるほか、次によることが望ましい。

ア 補償金の供託

(ｱ) 補償金の供託に係る供託書の「供託の原因たる事実」欄は、「農地法第41条第

２項の裁定による利用権」と記載するとともに、裁定通知書に記載された農地の

所在、地番、当該利用権の始期、存続期間及び農地の所有者等の情報を転記する。

(ｲ) 補償金の供託をした農地中間管理機構は、速やかに供託書正本の写しを都道府

県知事に提出する。

(ｳ) 供託された補償金は、供託すべき供託所を誤った等錯誤による場合を除き取戻

しをすることができない。

イ 補償金の還付

法第41条第１項に規定する利用権の裁定の公告に記載された所有者等は、供託さ

れた補償金の還付を請求することができる。その際、供託規則第24条第１項第１号

の「還付を受ける権利を有することを証する書面」は、所有者等が当該農地の所有

権等を有することを証する登記事項証明書による。ただし、所有者等の権原が登記

していない賃借権による場合は、法第３条の農業委員会の許可を受けたことを証す

る書面等による。

なお、還付する額は、権利の存続期間中であっても還付を受ける者のためにされ

た供託金の全てとする。

14 市町村長による支障の除去等の措置命令

法第42条第２項に規定する命令書は、様式例第13号の19による。

第14 取得した農地等の管理関係
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法第45条の土地、立木、工作物及び権利（以下「国有農地等」という。）の管理

については、農林水産省所管国有財産取扱規則（昭和34年農林省訓令第21号。以下

「取扱規則」という。）及び国有農地等・開拓財産管理規程（昭和28年農林省訓令

第102号。以下「規程」という。)の定めるところによるほか、次により行う。

１ 維持保存等

地方農政局長（北海道にあっては経営局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務

局長。以下第14において同じ。）は、次により国有農地等の維持保存等を図り、でき

るだけ早期に法第46条及び第47条の規定に基づく売払い又はその所管換、引継若しく

は所属替を進める。

(1) 毎年調査を行い、その結果を様式例第14号の１による管理記録カードに記録して

保管するとともに、必要に応じ適正な措置を講ずる。

(2) 土地については、道水路、立木等を目標物として利用して所在及び境界を明らか

にしておくとともに、特に必要と認められる場合に、国有農地等である旨を表示し

た標識を設ける。

(3) 確定測量を実施し登記の嘱託を行うこと、国有財産管理人を設置すること、柵等

を設置すること等により、国有農地等の無断転用、不法占有、誤盗伐、侵墾、火災

その他財産の管理上支障を来す事故の発生を未然に防止する。

また、未貸付地については見回り等を重点的に行う。

(4) 土地の利用履歴等から地下埋設物や土壌汚染等が存在する蓋然性が高い場合には、

地下埋設物や土壌汚染等の状況について調査等を実施するものとする。

(5) 国有農地等について土地改良事業施行地区等への編入が適当な場合にはその編入

の承認等を行うとともに、編入した場合には土地改良区の組合員として必要な議決

権を行使する。

(6) 土地区画整理法（昭和29年法律第119号。以下「整理法」という。）第２条に規定

する土地区画整理事業（以下「事業」という。）の進行状況と内容に応じて次によ

り措置する。

ア 仮換地指定前であるときは、直ちに事業の施行者（以下「施行者」という。）

に対して次の事項を申し入れ、併せて今後施行者から所有者に対する通知等を行

う場合の宛先（地方農政局所在地及び担当部局（係名まで））を明示する。

(ｱ) 換地計画において換地を定めないこと。

(ｲ) 民有地と同等の取扱いを行うこと。

イ 整理法第98条第５項の規定による仮換地指定通知を受けた場合は、その内容を

アに掲げる事項に留意して検討する。

なお、検討の結果、仮換地の変更を求める必要があると認められる場合には、

速やかに施行者に対してその旨を申し入れること。

ウ 整理法第103条第１項の規定による換地処分通知を受けた場合は、その内容をイ

の仮換地指定通知の内容と照合確認し、地方農政局長が備える国有財産台帳（国

有財産整理簿を含む。）の整理を行う。

なお、仮換地の変更の申入れに対して、その変更が認められないままに換地処

分が行われた場合は、換地処分通知に定められた期間内（通常通知書受領の日の
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翌日から３か月以内）にイの申入事項につき不服審査請求を行う。

エ 地方農政局長は、施行者から対象地について整理法の定めによる承認又は同意

を求められた場合には、その内容に従って次により措置する。

(ｱ) 整理法第７条又は第17条の規定による施行地区への編入承認申請に対しては、

「対象地は、農地法（昭和27年法律第229号）第47条の規定による売払いが予定

されており、事業の施行中に民有地となるので、編入承認を受けても換地計画

においては宅地と同一に（換地不交付の場合は清算金を交付するよう）取扱う

こと」を条件として編入承認を行う。

(ｲ) 整理法第８条又は第18条の規定による事業計画に関する同意を求められた場

合には、アの申入事項に準じた条件を付して同意する。

(ｳ) 整理法第93条第４項の規定による換地の立体化については同意してはならな

い。

(7) 国有農地等について、境界の紛争、不用物件の収去等に関し、紛争が生じた場合

にはその紛争の解決に努めるとともに、特に解決が困難と認められるものについて

は、必要に応じて、法務局、弁護士その他の専門家の意見を聴いた上で、積極的か

つ速やかに必要な手続を行う。

(8) 国有農地等の中に、枯損木、風倒木、盗伐木、野草、木の実、つる類、かや類、

笹類、砂礫その他これに類するもの（建物又は工作物で取りこわし又は撤去処分を

行ったものを含む。以下「雑産物」という。）であって、物品管理法（昭和31年法

律第113号）第２条第１項に規定する物品に相当するものがあると認めたときは、物

品管理法施行令（昭和31年政令第339号）第25条に基づき、遅滞なく物品管理官に対

し、物品取得通知書（様式例第14号の２）を提出するものとする。ただし、第16の

２に定める非農業利用のあった土地の上にあるものについてはこの限りでない。

(9) 国有農地等に関し、会計検査院の実地検査、総務省の監察、財務省の監査等が実

施された場合には、遅滞なくその概要を経営局長に報告する。

２ 法定帳簿等

地方農政局長は、国有農地等を管理するために備えるべき帳簿を次により作成保存

する。

(1) 帳簿の名称区分等

ア 国有財産台帳等

備 考
財産区分 帳 簿 名 称 備 付 者

根 拠 規 定 様 式

国 有 財 産 整 理 簿 地方農政局長 規程第７条 様式例第14号
の３

国有農地等
国 有 財 産 台 帳 地方農政局長 則第92条第１ 規程第１号様

項 式

国有財産台帳総括簿 地方農政局長 規程第５条 規程第３号様
式

イ 貸付簿等
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備 考
財産区分 帳 簿 名 称 備 付 者

根拠規定 様 式

国有農地等 国有農地等貸付簿 地方農政局長 則第93条 様式例第14号

（法第７条等農耕貸 の４
付け）
（令第30条農耕貸
付け）
（転用貸付け）

国有農地等貸付総括簿 地方農政局長 規程第7条 様式例第14号
の５

(2) 台帳等の作成及び提出

ア 国有財産整理簿（以下「整理簿」という。）及び国有財産台帳（以下「台帳」

という。）は、規程第１号様式の作成要領によるほか、次に留意して作成する。

(ｱ) 国有農地等について買収、売払いその他の事由による変動があったときは、

その都度遅滞なく記載する。

(ｲ) 区分及び種目は、規程別表第１による。

(ｳ) 増減事由の用語は、国有財産法施行細則（昭和23年大蔵省令第92号）別表第

２によるものとし、その詳細（買収、売払い等の根拠規定）を備考欄に記入す

る。

(ｴ) 整理簿及び台帳に記載すべき価格は、国有財産法施行令（昭和23年政令第

246号）第23条に基づき算定した価格とする。ただし、相続等により取得した土

地所有権の国庫への帰属に関する法律（令和３年法律第25号）第11条に基づき

国庫に帰属した土地に係る整理簿及び台帳に記載すべき価格は、同令第21条に

基づき算定した価格とする。

(ｵ) 整理簿及び台帳に記載した面積、数量及び価格を修正するためには、実測に

よる確認を行う。

イ 地方農政局長は、毎年度末に台帳に記載されている事項を項目別に集計し、国

有財産台帳総括簿を作成するとともに、その総括の部分の写しｌ部を翌年度５月

31日までに経営局長に提出する。

(3) 貸付簿等の作成及び提出

ア 様式例第14号の４による国有農地等貸付簿（以下「貸付簿」という。）は、新

規貸付け、売払い、貸付けの解除等による貸付けの増減、使用料額の改定その他

の変動があったときに、その都度遅滞なく記載する。

イ 地方農政局長は、毎年度、国有農地等貸付総括簿（様式例第14号の５）中集計

表の部分の写し及び国有農地等に係る未貸付地調査表（様式例第14号の６）を翌

年度５月31日までに経営局長に提出する。

３ 貸付け

地方農政局長は、国有農地等を次に定めるところにより貸し付けることができる。

(1) 貸付分類

貸付けは、次のように分類する。
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ア 耕作又は養畜の事業に供する貸付け（以下「農耕貸付け」という。）

(ｱ) 法第７条、第22条又は第23条の規定に基づき国が所有権を取得した際に、地

上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定さ

れていた農地等に係る農耕貸付け（以下「法第７条等農耕貸付け」という。）

(ｲ) 令第30条第１項本文の規定による貸付け（以下「令第30条農耕貸付け」とい

う。）

イ 耕作又は養畜の事業以外の事業に一時的に供するための令第30条第１項ただし

書の規定に基づき行う貸付け（以下「転用貸付け」という。）

(2) 貸付基準

ア 農耕貸付け

(ｱ) 法第７条等農耕貸付け

地方農政局長は、次により法第７条等農耕貸付けを行う。

ａ 国が所有権を取得した際に、地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用

及び収益を目的とする権利が設定されていたことを契約書等により確認し、

その結果に基づき国有財産有償貸付契約書（様式例第14号の７）を３部作成

し、当該土地を使用する権利を有する者との間で確認の上、このうち１部を

地方農政局が、１部を当該土地を使用する権利を有する者が保管し、１部を

農業委員会に送付して法第７条等農耕貸付けを行う。

ｂ 国有財産有償貸付契約書の締結に当たっては、使用料額の適正化、附帯条

件の明確化等を図る。

(ｲ) 令第30条農耕貸付け

地方農政局長は、則第89条各号に掲げる基準により農耕貸付けを行うものと

し、その際、各号の運用は次による。

ａ 則第89条第１号の「売払いが当分の間見込まれないこと」とは、農業経営

基盤強化促進法（昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。）第22条の

４第１項に規定する地域計画の区域内にある国有農地等については、農地中

間管理機構に買受けの意向がないとき、その他の国有農地等については、第

15の２の(1)の売払手続により一般競争入札に付する場合の公告を１回以上行

った場合において、入札者若しくは落札者がいないとき又は落札者が契約を

結ばないときをいう。

ｂ 則第89条第２号の「一時的なもの」とは、存続期間が３箇年以内の貸付け

をいう。

イ 転用貸付け

地方農政局長は、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する

ため緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実と認められる場合で

あって、その用に供された後、速やかに農地として利用できる状態に回復される

ことが確実と認められる場合に、次により転用貸付けを行うものとし、その際、

則第89条第２号の運用は(ｲ)による。

(ｱ) 地方農政局長は、転用貸付けを行う場合は、法第５条第２項に規定する農地

転用の許可の基準を満たしていることを確認する。



- 52 -

(ｲ) 則第89条第２号の「一時的なもの」とは、存続期間が18か月以内の貸付けを

いう。ただし、無償で貸し付ける場合にあっては、この限りでない。

(3) 法第７条等農耕貸付けの貸付手続

法第７条等農耕貸付けの貸付手続は、(4)のウに準じて行う。

(4) 令第30条農耕貸付けの貸付手続

ア 令第30条農耕貸付けは、貸付対象地が基盤法第22条の４第１項に規定する地域

計画の区域内にある場合を除き、原則として入札によるものとし、次の(ｱ)又は(ｲ)

のいずれかにより貸付手続を行う。

(ｱ) 期日入札における実施手続

期日入札（あらかじめ定められた入札期日に入札参加者に入札させた上、そ

の場で開札を行い、落札者を決定する方法をいう。以下同じ。）の実施手続は、

次に定めるところによる。

ａ 国有財産貸付公示書等

様式例第14号の８による国有財産貸付公示書を作成し、様式例第14号の９

による入札要領及び様式例第14号の７による国有財産有償貸付契約書（案）

（以下「契約書（案）」という。）を添付し、これらを公告する。

ｂ 入札の公告時期等

入札の公告は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」

という。）第74条の規定に基づき行うものとし、原則として、ｃの(c)に定め

る国有財産貸付一般競争入札参加申込書（様式例第14号の10。以下「入札参

加申込書」という。）の提出期限の前日から起算して20日前までに日刊紙、

官報、地方公共団体の広報紙等への掲載、地方農政局等官公署の掲示板その

他の適宜の場所への掲示等いずれかの方法により行い、できるだけ多数の入

札参加者を得るよう配意する。併せて、入札物件及び入札関係書類を地方農

政局等のホームページに掲載する。

なお、入札に付しても入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約

を結ばない場合において、改めて公告して入札を実施しようとするときは、

上記の期間を５日まで短縮することができる。

ｃ 入札要領等の閲覧と入札関係書類の交付

(a) 入札の公告を行ったときは、入札の公示期間中、地方農政局その他適宜

の場所に入札要領及び契約書（案）を備え付けて入札参加希望者の閲覧に

供するとともに、入札参加希望者には、次の入札関係書類を交付する。た

だし、入札参加希望者への入札関係書類の交付期限は、入札参加申込書の

提出期限を勘案の上、適宜設定する。

【入札関係書類】

ⅰ 一般競争入札参加案内書

ⅱ 入札参加申込書

ⅲ 振込依頼書（兼入金伝票）、保管金受入手続添付書及び振込金（兼

手数料）受取書用紙（３連複写）

ⅳ 入札保証金提出書及び入札保証金振込証明書用紙（２連複写）
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ⅴ 役員一覧（法人の場合のみ）

(b) 入札関係書類の交付に当たっては、入札参加申込書を期限までに提出す

るよう伝える。併せて相手方に対し国有財産貸付公示書、入札要領等の内

容を十分周知し、間違いのない入札を行うよう注意を喚起する。

(c) 入札参加資格の審査期間を考慮する必要があることから、入札参加希望

者からの入札参加申込書は、原則として入札期日の前日から起算して40日

前までに提出させる。

ｄ 入札参加資格の事前審査

令第30条農耕貸付けを受けようとする者（以下「農耕貸付申込者」という。）

について、則第91条各号のいずれかに該当する者（以下「適格者」という。）

であることを確認した上で、入札参加資格の事前審査を行い、適格者でない

者又は入札参加資格を有しない者と認められたものに対し、入札期日の10日

前までに入札に参加できない旨を通知する。

なお、則第91条第１号に該当するとして入札に参加する旨の申込みを行う

者であった場合は、則第90条の規定に基づき、農業委員会の意見を聴くとと

もに、必要に応じて、市町村の区域における農地等の農業上の適正かつ総合

的な利用を確保する見地から市町村長に意見を求める。

ｅ 物件の現地説明

入札における物件の現地説明は、原則として省略する。

ただし、現地説明を行う必要があると認める場合には、入札参加申込書の

提出期限のおおむね10日前の日を定め、国の指定する場所に下見参加者を集

合させ、担当職員が現地案内を行い境界杭及び境界線を明示して、これを確

認させる。

ｆ 入札保証金の納付

会計法（昭和22年法律第35号）第29条の４の規定に基づく入札保証金は、

持参又は会計事務規程第５条の規定により契約に関する委任を受けた者（北

海道にあっては大臣官房参事官（経理）、都府県にあっては地方農政局長、

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下「契約担当官」という。）

が指定する預金口座に入札者が現金を振り込む方法により納付させる。

なお、契約担当官が指定する預金口座に入札者が現金を振り込む方法によ

り納付させる場合には、入札保証金の振込期限を指定する。

ｇ 入札の実施

入札の方法は次による。

(a) 入札

ⅰ 入札参加希望者が、入札会場に集合したときは、入札参加申込書が提

出されていることを確認の上、入札参加の受付を行う。入札実施時刻と

なったときは、入札参加者を入札会場に集め、入札参加の受付を締め切

る旨及び入札を開始する旨を告げ、入札参加資格審査を行い、次の事項

について説明する。

(ⅰ) 入札要領記載事項
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(ⅱ) 落札者と契約を締結する場合の契約内容、特に権利の設定の禁止、

用途制限及び違約金に関する特約に関する事項

ⅱ 入札者から入札前に入札保証金（入札金額の100分の５以上に相当する

金額）を納付させることとする。ただし、入札参加者が入札保証金を契

約担当官が指定する預金口座に現金を振り込む方法により納付した場合

には、入札保証金提出書及び保管金受入手続添付書が貼付された入札保

証金振込証明書（以下「入札保証金提出書等」という。）をあらかじめ

指定した期限までに提出させる。いずれかの書類が不足しているもの又

は所定の用紙を使用しなかったものについては無効とする。

なお、銀行振出小切手、国債又は金融機関の保証による担保の提供を

もって入札保証金の納付に代えることができる。

ⅲ 入札保証金提出書等の提出がされた場合、入札保証金提出書等受理簿

に記載し、入札保証金提出書等の写しを保管した上、入札保証金提出書

等の原本を歳入歳出外現金出納官吏（以下「出納官吏」という。）に送

付し、入札保証金の入金状況の確認を受ける。

ⅳ 出納官吏は入札保証金の授受に当たっては、国庫金歳入代理店指定銀

行の協力を求めて事務処理の円滑化を図るように努める。

ⅴ 入札に際しては、開札場所に予定価格決議書（又は予定価格調書）を

封書にして置く。

ⅵ 入札は、入札書を封書にして、入札箱へ投入させる。

ただし、入札参加者が少数の場合には、入札箱への投入に代え、封書

にして提出させても差し支えない。

ⅶ 入札は、一定の時間を与えて行わせ、入札状況をみて、入札漏者がい

ないことを確認した上で締め切る。

(b) 開札等

ⅰ 入札者を立ち会わせて開札する。開札の際、入札者が立ち会わないと

きには、入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。

ⅱ 開札の結果、国の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落

札者と決定する。

また、落札者となる同価の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじ

により落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、立会者（入札事務

に関係のない職員）がくじを引く。

ⅲ 開札の結果、落札者がいない場合で入札参加者が再度の入札を希望す

るときは、再度の入札を行うことができる。

(c) 落札者との契約等

ⅰ 落札者との契約は、原則として、落札決定の日から30日以内に行う。

ⅱ 落札者と契約を締結しようとするときは契約保証金として契約金額の

100分の10以上に相当する金額を落札者に納付させる（落札者が契約締結

と同時に使用料の全額を納付する場合を除く）。
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なお、契約保証金の納付は、現金の持参又は契約担当官の指定する預

金口座へ振り込む方法による。

ただし、銀行振出小切手、国債又は金融機関の保証による担保の提供

をもって契約保証金の納付に代えることができる。

ⅲ 落札者が契約保証金を納付し、貸付契約を締結したときは、契約保証

金を還付する。

なお、契約保証金を契約担当官が指定する預金口座に現金を振り込む

方法により納付した落札者が貸付契約を締結しなかった場合には、落札

者があらかじめ指定した金融機関の預貯金口座へ振り込む方法により契

約保証金を還付する。この場合、入札保証金は国庫に帰属することに留

意する。

ⅳ 落札者が使用料の全額を納付したときは、契約保証金が納付された際

に発行した受領証書と引換えに契約保証金を還付する。

ただし、落札者が契約保証金を契約担当官が指定する預金口座に現金

を振り込む方法により納付した場合には、落札者があらかじめ指定した

金融機関の預貯金口座へ振り込む方法により契約保証金を還付する。

ⅴ 上記ⅲ、ⅳにかかわらず、入札保証金を契約保証金に、契約保証金を

使用料にそれぞれ充当する取扱いも可能とする。

ⅵ 落札者以外の入札者に対しては、入札保証金が納付された際に発行し

た受領証書と引換えに、速やかに入札保証金を還付する。

ただし、落札者以外の入札者が入札保証金を契約担当官が指定する預

金口座に現金を振り込む方法により納付した場合には、当該方法により

納付した額に限り、落札者以外の入札者があらかじめ指定した金融機関

の預貯金口座へ振り込む方法により入札保証金を還付する。

なお、落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、

当該物件の入札者に係る入札保証金の還付を留保する。

ただし、開札後、入札参加者から落札決定前に入札を辞退する旨の申

出があった場合には、入札保証金を還付する。

ⅶ 入札保証金及び契約保証金を還付する際には、出納官吏に返還依頼を

行う。

ⅷ 地方農政局長は国有財産有償貸付契約を締結したときは、国有財産有

償貸付契約書（様式例第14号の７）を２通作成することとし、うち１通

は借受者に交付するとともに、その写しを農業委員会に送付する。

(ｲ) 期間入札における実施手続

期間入札（定められた入札期間内に入札させた上、開札期日に開札を行い、落札

者を決定する方法をいう。以下同じ。）の実施手続は、次に定めるところによる。

ａ 国有財産貸付公示書等

(a) 様式例第14号の11による国有財産貸付公示書を作成し、様式例第14号の

12による入札要領及び契約書（案）を添付し、これらを公告する。

(b) 入札書等の受付期間（以下「入札受付期間」という。）はおおむね10日



- 56 -

間とし、開札日は入札保証金の振込状況や入札書等の確認に要する期間を

見込んで設定するものとする。

ｂ 入札の公告時期等

入札の公告は、(ｱ)のｂに準じて行う。

ｃ 入札要領等の閲覧と入札関係書類の交付

(a) 入札の公告を行ったときは、入札の公示期間中、地方農政局その他適宜

の場所に入札要領及び契約書（案）を備え付けて入札参加希望者の閲覧に

供するとともに、入札参加希望者には、次の入札関係書類を交付する。た

だし、入札参加希望者への入札関係書類の交付期限は、入札参加申込書の

提出期限又は入札締切日を勘案の上、適宜設定する。

【入札関係書類】

ⅰ 一般競争入札参加案内書

ⅱ 入札参加申込書

ⅲ 入札書用紙

ⅳ 振込依頼書（兼入金伝票）、保管金受入手続添付書及び振込金（兼

手数料）受取書用紙（３連複写）

ⅴ 入札保証金提出書及び入札保証金振込証明書用紙（２連複写）

ⅵ 役員一覧（法人の場合のみ）

ⅶ 封筒（入札書提出用、入札関係書類郵送用）

(b) 入札関係書類の交付に当たっては、入札参加申込書を期限までに提出す

るよう伝える。また、入札書提出用封筒には入札書のみを入れた上で封を

し、入札関係書類とともに郵送用封筒に入れて提出するよう伝えること。

併せて相手方に対し国有財産貸付公示書、入札要領等の内容を十分周知し、

間違いのない入札を行うよう注意を喚起する。

(c) 入札参加資格の審査期間を考慮する必要があることから、入札参加希望

者からの入札参加申込書は、原則として入札受付期間の前日から起算して

40日前までに提出させる。

ｄ 入札参加資格の事前審査

入札参加資格の事前審査は、(ｱ)のｄに準じて行う。

ｅ 物件の現地説明

物件の現地説明は、(ｱ)のｅに準じて行う。

ｆ 入札保証金の納付

会計法第29条の４の規定に基づく入札保証金は、契約担当官が指定する預

金口座に入札者が現金を振り込む方法により納付させる。

ｇ 入札の実施

入札の方法は次による。

(a) 入札

ⅰ 入札者が入札書等を提出する場合には、郵送を原則とするが、契約担

当官が指定する場所に持参することも認めるものとする。

ⅱ 入札書等が入った封筒を受理した場合は、郵送用封筒を開封し入札書、
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入札保証金提出書等の有無について確認する。その際、入札保証金振込

証明書に保管金受入手続添付書が貼付されていることを確認する。いず

れかの書類が不足しているもの、又は所定の用紙を使用しなかったもの

については無効とする。

ⅲ 入札書等の提出がされた場合、「入札書等受理簿」に記載し、入札保

証金提出書等の写しを保管した上、入札保証金提出書等の原本を出納官

吏に送付し、入札保証金の入金状況の確認を受けるとともに、入札書を

整理の上、一定の容器に収め厳重に保管する。

ⅳ 入札受付期間の初日の前日までに郵送された入札書等については、入

札の初日に受理したものとして整理する。

ⅴ 入札受付期間締切日の翌日以降に到達した入札書等については無効と

する。

ⅵ 国有財産貸付公示書及び入札要領に違反している入札書については無

効とする。

ⅶ 無効とした入札については、速やかにその旨を記載した文書を当該入

札者宛に通知するとともに、出納官吏へ通知し、出納官吏において入金

済となった入札保証金の返還手続をとる。

ⅷ 入札者に無効である旨通知した事績については、別途、補助簿を作成

し、処理内容を明確にする。

(b) 開札等

ⅰ 開札は、国有財産貸付公示書において公示した日時及び場所に従って

行う。

ⅱ 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせること。開札には入

札者の立ち会い義務は課さないが、立ち会うことを妨げるものではない。

この場合、入札関係者の入札会場への入場については、入札物件に関係

なく認める。

ⅲ 落札者の決定については、(ｱ)のｇの(b)のⅱに準じて行う。

ⅳ 開札結果の通知

開札結果については、入札者に対して速やかに文書をもって通知する。

なお、落札者の決定を留保した場合には、その理由を上記文書に記す

る。

また、入札関係者から開札結果について問い合わせがあった場合は、

落札金額又は最高入札金額（不落の場合）について回答する。

(c) 落札者との契約等

落札者との契約等は、(ｱ)のｇの(c)に準じて行う。

(d) 再度入札

開札の結果、落札者がいないときは、再度の入札を１回実施する。

再度入札は、上記(b)のⅳの開札結果の通知とともに、再度入札関係書類

を送付することにより行う。その際、入札期間はおおむね５日間程度に短

縮できるものとし、開札日は適宜設定するものとする。
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再度入札の実施手続については、上記(a)及び(b)による。

(ｳ) 入札結果の公表

a 開札後速やかに「所在地」、「面積」、「地目」、「応札者数」、「開札結果」、

「農業振興地域」、「都市計画区域」、「用途地域」、「建蔽率」、「容積率」等

を農林水産省又は地方農政局のホームページにおいて公表する。

b 契約を締結した場合には、上記の記載事項に加え「契約日」、「年間貸付

料」、「貸付期間」、「契約の相手方の法人・個人の別」、「価格形成上の減価

要因（ 建物解体撤去、地下埋設物等を減価要因とした場合にはその旨記載）」

等を農林水産省又は地方農政局のホームページにおいて公表する。

イ 予決令第99条の２及び第99条の３の規定に基づく随意契約（以下「不落等随意

契約」という。）の実施手続は、次により行う。

(ｱ) 不落等随意契約の見積り合せは、再度入札（複数回行った場合においては最

終の入札）参加者を相手方として行う。

なお、当該見積り合せについては、再度入札時の状況等を勘案して、これを

行わないことができる。

(ｲ) (ｱ)の見積り合せによっても契約に至らないとき、(ｱ)のなお書により見積り

合せを行わないとき又は不調のときには、先着順により不落等随意契約の相手

方を決定することができる。

なお、不落等随意契約の相手方を決定する場合には、あらかじめ、当該相手

方より普通財産貸付申請書（様式例第14号の14）及び暴力団排除に関する誓約

書（様式例第14号の13）を提出させるものとする。

(ｳ) 地方農政局長は、(ｲ)の提出のあったものについて、アの(ｱ)のｄと同様の確

認及び審査を行う。

(ｴ) 地方農政局長は国有財産有償貸付契約を締結したときは、国有財産有償貸付

契約書（様式例第14号の７）を２通作成することとし、うち１通は借受者に交

付するとともに、その写しを農業委員会に送付する。

(ｵ) 不落等随意契約により契約を締結した場合には、第14の３の(4)のアの(ｳ）の

ｂの記載項目を農林水産省又は地方農政局のホームページ公表する。

ウ 予決令第99条等の法令の定める随意契約による貸付手続は、次による。

(ｱ) 農耕貸付申込者から普通財産貸付申請書（様式例第14号の14）及び暴力団排除に

関する誓約書（様式例第14号の13）を地方農政局長に提出させる。

なお、基盤法第22条の４第１項に規定する地域計画の区域内にある国有農地

等の貸付けの相手方は、農地中間管理機構に限られることに留意する。

(ｲ) 地方農政局長は、(ｱ)の提出のあったものについて、アの(ｱ)のdと同様の確認

及び審査を行う。

(ｳ) 地方農政局長は、貸付けを相当と認めたときは国有財産有償貸付契約を農耕

貸付申込者と締結する。なお、国有財産有償貸付契約書（様式例第14号の７）

は２通を作成することとし、うち１通は借受者に交付するとともに、その写し

を農業委員会に送付する。

(5) 転用貸付けの貸付手続
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転用貸付けの貸付手続は、原則として予決令第99条等の法令の定める随意契約に

よるものとし、具体的な貸付手続は、次に定めるところによる。

ア 転用貸付けを希望する者から普通財産転用貸付申請書（様式例第14号の15）に

転用事業計画書（様式例第14号の16）を添付して、地方農政局長に提出させる。

イ 地方農政局長は、アの提出のあったものについて、以下のいずれかの者である

ことの確認及び審査を行う。

(ｱ) 国又は地方公共団体

(ｲ) 特別の法律に基づき国又は地方公共団体が出資している法人（公社、公団、

事業団、公庫等）

(ｳ) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）に基づ

き設置された一般社団法人又は一般財団法人及び特別の法律に基づき設置され

た営利を目的としない法人（学校法人、医療法人、社会福祉法人等）

(ｴ) その他地方農政局長が貸付けを行うことが相当と認める者

ウ 地方農政局長は、貸付けを相当と認めたときは国有財産一時使用契約を借受申

込者と締結する。なお、国有財産一時使用契約書（様式例第14号の17）は２通作

成することとし、うち１通は借受者に交付する。

エ 地方公共団体等と随意契約により契約した場合には、第14の３の(4)の(ｳ）に準

じて、地方農政局のホームページにて公表する。

(6) 使用料

ア 農耕使用料

地方農政局長は、次により農耕貸付けに係る使用料を算出する。

(ｱ) 土地については、農業委員会の提供等による当該貸付けの対象となる農地の

近傍類似農地の借賃等（以下「提供借賃等」という。）を十分考慮し、当該貸

付けの対象となる農地の生産条件等を勘案して算出した額とする。

(ｲ) 建物については、近傍類似の建物の固定資産課税台帳登録価格に相当する額

に100分の36を乗じて得た額とする。

(ｳ) 地方公共団体等と随意契約により貸付契約を締結する場合の貸付料について

は、当該地方公共団体等との間で書面による見積り合せ（予決令第99条の６の

規定に基づき、見積り相手方の希望価格を書面（様式例第14号の７の２）によ

り確認し、当該価格が国の予定価格（予決令第99条の５の規定に基づき定める

予定価格）の制限の範囲内であるか否かを確認する手続きをいう。以下同じ。）

により決定する。

なお、見積り合せに当たっては、見積り相手方との問で評価条件に相違が生

じないように、あらかじめ地下埋設物の調査結果など価格形成上の前提条件を

説明するものとする。

さらに、国有財産特別措置法（昭和27年法律第219号）等により貸付料が減額

できる場合にあっては、あらかじめ地方農政局が予定価格の算定において計算

した減額割合（「国有財産特別措置法の規定により普通財産の減額譲渡又は減

額貸付けをする場合の取扱いについて」（昭和48年12月26日付け蔵理第5722号

大蔵省理財局長通知）に基づき算定した減額割合をいう。）を貸付申込者に伝
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えた上で、当該減額割合を踏まえた価格により見積り合せを実施するものとす

る。

また、見積り合せの実施回数は累計で５回を限度とし、５回の見積り合せに

よっても国の予定価格の制限に達しない場合には、見積り合せを打ち切るもの

とする。

イ 転用使用料

地方農政局長は、転用貸付けに係る使用料を次により算出する。

(ｱ) 転用後の用途に従い、別表２の転用使用料基準により算出した平方メートル

当たりの使用料額に実測面積を乗じて得た額とし、具体的算定は転用使用料算

定調書（様式例第14号の18）による。

(ｲ) 地方公共団体等と随意契約により貸付契約を締結する場合の貸付料について

は、第14の３の(6)のイの(ｱ)に関わらず、アの(ｳ)に準じて決定する。

(ｳ) 転用後の貸付用途が国有財産法（昭和23年法律第73号）第15条ただし書若し

くは第22条、国有財産特別措置法第２条又は他の法令の規定により、無償使用

又は無償貸付けをすることができることとされている施設の敷地に該当する場

合の転用使用料は、見積り合せを実施せずに無償とする。

ウ 減額等

(ｱ) 国有財産特別措置法第３条又は他の法令の規定による使用料の減額は、ア又

はイの使用料を別表２の転用使用料基準により算出した額について行う。

(ｲ) 地方税法（昭和25年法律第226号）第343条第５項又は第702条第２項の規定に

より固定資産税又は都市計画税が借受者に課税される場合には、ア又はイの使

用料を別表２の転用使用料基準により算出した額から当該課税額相当額を控除

した額をもって使用料とすることができる。ただし、市街化区域内の農耕貸付

地については、生産緑地法（昭和49年法律第68号）第３条に基づき生産緑地地

区に定められたものを除き、この控除を行わない。

(7) 貸付けの変更、解約等

ア 貸付条件の履行状況調査等

地方農政局長は、それぞれの貸付地について、適宜見回り等を行うとともに毎

年貸付条件の履行状況調査を実施し、その結果に基づいて次により処理する。

(ｱ) 貸付条件の履行状況の報告及び調査

ａ 農耕貸付地の借受者から、使用料徴収等の機会を利用して、毎年12月末ま

でに耕作状況報告書（様式例第14号の19及び様式例第14号の20）を提出させ

るものとする。

ｂ 転用貸付地の借受者から、使用料徴収等の機会を利用して、毎年12月末ま

でに転用借受状況報告書（様式例第14号の21及び様式例第14号の22）を提出

させるものとする。

ｃ ａの報告書、見回り等により耕作していない事実又は無断転貸行為等の不

適切な事実が判明した場合には、速やかに事実関係を調査の上、判明した事

実を記録して保管するとともに、(ｲ)から(ｴ)までに定める措置をとるものと

する。また、ｂの報告書、見回り等により無断転貸行為等の不適切な事実が
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判明した場合も同様の措置をとるものとする。

(ｲ) 貸付条件の履行の督促等

地方農政局長は、借受者において、転貸、賃借権その他の権利の譲渡、無断

転用その他の国有財産有償貸付契約書に定める規定に違反している事実がある

ことを発見したときは、管理記録カードに記録するとともに、借受者に対し、

原状回復その他違反を是正するために必要な措置（以下「原状回復等」という。）

を講ずるよう書面にて求めるものとする。

また、原状回復等を講じない場合は、通知が到達したときから土地にあって

は１年、建物にあっては６か月が経過したときに貸付けを解除する旨を併せて

通知するものとする。

(ｳ) 貸付けの解除等

地方農政局長は、次に定めるところにより貸付けの解除等を行うものとする。

ａ 農耕貸付け

原状回復等を講ずるよう求めたにもかかわらず、借受者において(ｲ)に定め

る期間内に原状回復等がなされない場合は、18条許可を受けて、遅滞なく国

有財産有償貸付契約解除通知書（様式例第14号の23）を借受者に交付し、貸

付けを解除するものとする。

ｂ 転用貸付け

原状回復等を講ずるよう求めたにもかかわらず、借受者において(ｲ)に定め

る期間内に原状回復等がなされない場合は、遅滞なく国有財産有償貸付契約

解除通知書（様式例第14号の23）又は国有財産一時使用契約解除通知書（様

式例第14号の24）を借受者に交付し、貸付けを解除するものとする。

(ｴ) 貸付条件の履行の督促及び貸付けの解除等の特例

ａ 農耕貸付け

地方農政局長は、(ｲ)及び(ｳ)の規定にかかわらず、次に掲げる事実を確認

したときは、遅滞なく18条許可を受けるとともに、当該許可を受けた日から

１か月以内に国有財産有償貸付契約解除通知書（様式例第14号の23）を借受

者に交付し、貸付けを解除するものとする。

(a) 転貸又は賃借権その他の権利の譲渡を行っており、これらの行為により

当該土地の使用収益が開始されたときから10年を経過していない場合

(b) 天災その他やむを得ないと認められる事由がある場合を除き、借受者が

使用料等を滞納し、借受者との間における信頼関係が破壊されている場合

ｂ 転用貸付け

地方農政局長は、(ｲ)及び(ｳ)の規定にかかわらず、ａの(a)又は(b)に掲げ

る事実を確認したときは、１か月以内に解除通知書を借受者に交付し、貸付

けを解除するものとする。

(ｵ) 貸付けの変更

ａ 借受者の死亡等により借受者と現使用者とが異なることとなった場合、土

地区画整理等により土地の表示に変更があった場合その他国有財産貸付通知

書、国有農地等貸付書又は国有財産転用貸付通知書の記載事項の変更又は訂
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正を必要と認める場合には、借受者と現使用者からこれに必要な証明書類（例

えば、戸籍謄本、地上物件の売買契約書等）を相手方に提出させ、名義変更、

土地の表示の変更、使用料の改定等の措置を講ずるものとする。

ｂ 借受者が死亡し、相続人が未確定の場合において貸付契約を変更するとき

は、法定相続人においてそのいずれか一人を選定させ、その者と貸付契約を

締結するものとする。ただし、複数の法定相続人から契約要望があった場合

には、複数の連名により貸付契約を締結することができるものとする。

ｃ 借受者が行方不明の場合であって、その居所について、関係者、関係機関

等の調査を行っても確認できない場合には､法務局、弁護士その他の専門家の

意見を聴いた上で､次の方法による措置その他の法的な措置を検討するものと

する。

(a) 借受者の死亡が確認又は推定できる場合であって、配偶者及び推定相続

人（以下「推定相続人等」という。）が存在するときは、失踪宣告等によ

り当該推定相続人等に名義変更を行う。

(b) 借受者の死亡が確認又は推定できない場合には、公示送達による支払督

促及び停止条件付契約解除通知を行い、履行期限内に使用料の支払等がな

いときは、不動産明渡請求訴訟等を行う｡

(c) 借受者の死亡が確認又は推定できる場合であって、推定相続人等が存在

しないときは、相続財産清算人選任の申立手続を経た上で、当該清算人に

対して(b)の処理を行う。

(ｶ) 農作物栽培高度化施設を設置するための同意

ａ 地方農政局長は、農耕貸付けを行っている国有農地等の借受者から、当該

土地に農作物栽培高度化施設を設置することについて所有者の同意を求めら

れた場合、同意することができるものとする（「「農地法第43条及び第44条の

運用について」の制定について」様式例第３号）。

ただし、同意にあたっては、借受者から、当該契約について解約等が行わ

れたときは、借受者自らの負担により原状回復等を行う旨の確約書（様式例

第14号の14の２）を提出させるものとする。

ｂ 地方農政局長は、ａの同意を行ったときは、国有財産有償貸付変更契約書

（様式例第14号の７の２）を３部作成し、借受者との間で確認の上、このう

ち１部を地方農政局が、１部を借受者が保管し、１部を農業委員会に送付す

る。

(ｷ) その他

地方農政局長は、貸付けを解除したにもかかわらず、当該土地の使用収益を

行っている者がいる場合には、国有農地等の状況等を十分に把握し、必要に応

じて、法務局、弁護士その他の専門家の意見を聴いた上で、次の措置を講ずる

ものとする。

ａ 自己の権原に基づかないことを知っている者によって無断で利用に供され

ている土地については、原則として所有権に基づく所有物返還請求権を行使

するとともに、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得の返還請求を行
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う。

ｂ 被害木等（国有農地等のうち、誤伐又は盗伐された立木及び正当な権原を

有しない者に採取された砂礫等の国有農地等に係る雑産物をいう。以下同

じ。）については、誤伐等を行った者の発見に努め、これらの者から始末書

を徴した上、被害木等を回収する。

イ 合意解約

地方農政局長は、令第30条農耕貸付け又は法第７条等農耕貸付けについて、借

受者から解約の希望があったときは、貸付けの解約申入書（様式例第14号の25）

を農業委員会を経由して地方農政局長に提出させ、地方農政局長は、その申入れ

の日から６か月以内に解約同意書（様式例第14号の25）を相手方に交付して解約

を行い、併せて農業委員会に対し法第18条第６項の規定による通知を行う。

ウ 使用料改定

地方農政局長は、提供借賃等の水準の著しい変動、固定資産税課税標準の改定

等により使用料を改定することが必要であると認めた場合には、借受者に対し改

定年度の前年度中に国有財産使用料額変更通知書（様式例第14号の26）を交付し、

その写しを会計事務規程第４条の規定により国有農地等に係る歳入の徴収に関す

る事務の委任を受けた者（北海道にあっては経営局長、都府県にあっては地方農

政局経営・事業支援部長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局総務部長。以

下「歳入徴収官」という。）に送付する。

４ 被害報告及び復旧措置等

地方農政局長は、天災その他の事故の処理を次により行う。

(1) 地方農政局長は、国有農地等の滅失又は毀損を発見したときは、遅滞なく取扱規

則第31条に基づく被害報告書（様式例第14号の27）を農林水産大臣宛てに提出する。

(2) 国有農地等がき損した場合の復旧及びき損のおそれがある場合の防災措置は次に

より行う。ただし、当該財産が令第32条第１項第２号に該当する場合には、原則と

して復旧又は防災措置を行わない。

ア 国有農地等のき損状態が、人の生命及び身体に危険を与えるおそれがある場合

又は隣接地若しくは建物等に被害を与えた場合は、直ちに必要となる応急措置を

講ずる。

イ 復旧工事で農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭

和25年法律第169号。以下「暫定法」という。）の適用があるものは、同法による

復旧を申請する。

ウ 土砂崩れ等災害の危険があり、放置すれば隣接地等に被害を及ぼすと認められ

る場合であって、防災関係事業（農地防災事業、農地保全事業及び鉱害復旧事業）

を実施できるときは、これにより防災措置を講ずる。

エ 国有農地等に係る災害が暫定法の適用を受けられない場合又は防災関係事業の

採択基準に達しない場合は、関係者の受益割合に応じて費用の振分けを行い、国

において負担する。

第15 取得した農地等の農業目的の売払い関係
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１ 法第46条の売払準備手続

地方農政局長（北海道にあっては経営局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務

局長。以下第15において同じ。）は、法第46条の規定による売払いの準備のため、農

業委員会の協力を得て、売払予定地について隣接土地との境界、面積及び数量の確定

を次により行う。

(1) 地方農政局長は、売払いを行う国有農地等のうち、特に境界に係る紛争があるも

の及び市街化区域内のものについては、境界を確定し、実測を行い、地積測量図を

作成する。

(2) 地方農政局長は、(1)の境界確定に当たっては、隣接所有者（必要に応じて隣接所

有者及び当該地の耕作者その他の利用者）の立会いを求め、その結果について立会

者の同意を得る。

(3) 地方農政局長は、一筆の土地の一部につき売払いを行う必要があるときは、あら

かじめ分筆の登記を行う。

２ 法第46条の売払い

地方農政局長は、法第46条の規定による売払いを次により行う。

(1) 売払手続

ア 地方農政局長は、様式例第15号の１による売払調書を作成し、第14の３の(4)に

準じて法第46条の売払手続を行う。なお、この場合において様式例第15号の２及

び様式例第15号の３により行う。

また、第14の３の(4)のイの(ｲ)に準じて、先着順により買受希望を受け付け、

相手方を決定する場合においては、あらかじめ、一定期間、価格等必要な情報を

公表し、その後、買受希望を受け付けることにより行う。

なお、公表にあたっては、売払予定地を先着売払物件一覧（様式例第15号の12）

に取りまとめの上、申込方法等とともに農林水産省又は地方農政局のホームペー

ジへの掲載その他適宜の方法により行うものとし、申込受付の始期は、買受希望

者が申込みに必要な書類を調製するのに要する期間等を考慮し、公表の日の翌日

から起算して20日以降の日とする。

さらに、上記により売買契約が締結できなかった場合であって、当該国有農地

等について、当分の間、法第46条による売払手続を行わないと地方農政局長が判

断した場合には、農耕目的による一時的な貸付けが可能である旨を第14の３の(4)

のアの(ｳ)のｂの記載項目と併せてホームページに公表する。

イ アの原則にかかわらず、次に掲げる場合には、それぞれの買受希望者を売払い

の相手方とすることができる。

なお、基盤法第22条の４第１項に規定する地域計画の区域内にある国有農地等

の売払いの相手方は、農地中間管理機構に限られることに留意する。

(ｱ) 売払予定価格が50万円以下の場合であって、入札によらないで地方農政局長

が適当と認める者に売り払う場合

(ｲ) 無道路地、袋地、地形狭長又は面積が極小規模等単独利用困難なもので、か

つ、他に買受希望者のない土地を、隣地所有者又は隣地の貸借権等を有する者

が買受けを希望する場合
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(ｳ) 地方公共団体において直接公共の用に供する施設又はその事務若しくは事業

の用に供する場合

ウ 地方農政局長は、法第46条の売払いの価格を次により決定する。

(ｱ) 地方農政局長は、法第46条の売払いにおける売払価格（入札により売払いの

相手方を決定する場合にあっては予定価格)は、第７の３に定める対価の算定方

法を用いて評価する。

(ｲ) 評価に当たっては、売払予定地の性格を考慮し、売払予定地が売り払われる

こととなったときに権原に基づく耕作者があるものについては、価格時点にお

いて耕作権が付着している土地として評価することができる。

(ｳ) 地方公共団体等と随意契約により契約を締結する場合の売払価格については、

第14の３の(6)のアの(ｳ)に準じて決定する。

エ 地方農政局長は、様式例第15号の２による国有財産売買契約書の写しを歳入徴

収官及び農業委員会に送付する。

また、売払いを行う国有農地等について、貸付けを行っていた場合は、歳入徴

収官に対し、今後の使用料の調査決定を行わないよう措置する。

オ 地方農政局長は、国有財産法第29条の規定による用途指定を行うものとし、用

途指定の方法、指定用途の変更又は解除の承認、違反に対する措置等については

「普通財産にかかる用途指定の処理要領について」（昭和41年２月22日付け蔵国

有第339号大蔵省国有財産局長通知）を準用する。

また、地方農政局長は、用途指定を行った場合、用途指定を行った売払地につ

いて随時に人工衛星等利用調査若しくは実地調査を行い、又は所要の報告を求め、

用途指定違反の防止につとめ、違約の事実を知ったときは、速やかに所要の手続

を行う。

ただし、競争入札による売払いについては、用途指定を要しない。

(2) 売買契約の解除

地方農政局長は、契約の相手方が売買契約書に定める義務を履行しないときは、

様式例第15号の４による売買契約解除通知書を契約の相手方に交付する。

３ 登記

農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令（平成17年農林水産省令第

10号）に規定する者（以下３及び第16の４において「不動産登記嘱託職員」という。）

は、法第46条の売払いに係る登記を次により行う。

(1) 所有権移転登記

ア 不動産登記嘱託職員は、売払いを行う国有農地等につき、売払いの相手方から

様式例第15号の５による所有権移転登記嘱託請求書の提出があったときは、売払

代金の納入について確認の上、様式例第15号の６による登記嘱託書を作成し、農

業委員会を経由して、これを管轄登記所に送付する。この場合、売払いの相手方

から徴した登録免許税相当額の収入印紙又は納税済領収証を貼用又は添付する。

イ 不動産登記嘱託職員は、登記所から登記識別情報の還付を受けたときは、遅滞

なくこれを請求者に交付し（郵送する場合は配達証明便とする。）、売払いの相手

方からその受領証を徴する。
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(2) 買戻し特約の登記

ア 売払地に用途指定が付され、その違反に対しては買戻しの特約があるときは、

不動産登記嘱託職員は売払いの相手方から登記承諾書及び印鑑証明書を徴し、様

式例第15号の７による登記嘱託書にこれらを添付して、様式例第15号の６による

所有権移転登記嘱託書と併せて管轄登記所に送付する。

イ 用途指定の期間が満了又は用途指定の解除をしたことに伴い、買戻しの特約の

登記を抹消するときは、不動産登記嘱託職員は、様式例第15号の８の登記嘱託書

による当該登記の抹消の手続を行う。なお、この場合における登録免許税は相手

方の負担とする。

４ 台帳の整備及び報告

地方農政局長は、売払いに係る台帳の整備及び報告を次により行う。

(1) 国有財産台帳及び貸付簿

売払い又は売払いの解除を行った都度、国有財産台帳及び貸付簿の整理を行うも

のとし、その日付けは所有権移転の日又は売払い解除の日とする。

(2) 売払いの報告

様式例第15号の９による売払簿を備えて売払いの結果を整理し、毎年度における

集計額を翌年度４月末日までに様式例第15号の10による売払報告書を農林水産大臣

宛て報告する。

(3) 用途指定台帳

様式例第15号の11による用途指定財産台帳を備え、売払いに当たり用途指定を付

した場合は、遅滞なくこれに登載し、指定期間又は指定用途の変更等があったとき

はその都度必要事項を記載する。

第16 取得した農地等の非農業目的の売払い関係

１ 法第47条の売払準備手続

地方農政局長（北海道にあっては経営局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務

局長。以下第16において同じ。）は、２に定める非農業利用地認定の手続を行う前に

非農業利用地の公共利用計画の有無について、当該土地の所在する市町村長又は農業

委員会に対し、期間を定めて調査を依頼し、利用計画がない場合はその旨、利用計画

がある場合はその事業主体及び用途につき情報の提供を求める。

２ 非農業利用地認定の手続

(1) 非農業利用地認定

地方農政局長は、次の各号のいずれかに該当する国有農地等（以下「非農業利用

地」という。）について、様式例第16号の１による非農業利用地調書を作成し、法

第47条の規定による認定（以下「非農業利用地認定」という。）を行う。

ア 令第32条第１項第１号に掲げる土地

国若しくは地方公共団体又は法人（教育、医療又は社会福祉事業を行うことを

目的として設立された学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的と

しない法人に限る。）が、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に

供するため、様式例第14号の16による転用事業計画書を地方農政局長に提出した
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場合において、その用に供することが相当であり、かつ、確実であると認められ

る土地

イ 令第32条第１項第２号に掲げる土地

(ｱ) 洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農業上の利用ができなくなったも

のであって、災害復旧工事等を行うことが技術的物理的に困難な土地

(ｲ) 洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農業上の利用ができなくなったも

のであって、現行の災害復旧制度による災害復旧工事の対象とならないもので

あり、かつ、災害復旧工事を行うことが経済的にみて困難な土地

ウ 令第32条第１項第３号に掲げる土地

(ｱ) 現在農業上の利用に供されておらず、その地域の土地利用の動向からみて、

将来とも農業上の利用に供される見込みがない土地（農用地区域内にある土地

にあっては、その用途が農振法第３条第１号に規定する土地に該当する土地等

を除く。以下(ｲ)及び(ｳ)並びに(ｵ)から(ｷ)までにおいて同じ。）

(ｲ) 土質、地勢、位置等の条件が劣悪なため又は生産性が著しく低いため、耕作

者が離作し、その後耕作を希望する者がないまま相当期間を経過しており、将

来とも耕作を希望する者がないと認められる土地

(ｳ) 既に転用されており原状回復が著しく困難と認められる土地

(ｴ) 市街化区域内にある土地又は則第44条第３号に規定する用途地域内にある土

地

(ｵ) 住宅、商店、工場等の建築物が連担集合して存在しており、かつ、公園、運

動場等の都市的機能を有する施設を含んでいる区域内にある土地

(ｶ) 道路、上下水道、ガス及びその他の都市的施設の整備の状況、当該地域にお

ける土地利用の動向等からみて、近い将来において市街地としての条件を備え

ることが確実であると認められる区域内にある土地

(ｷ) 街路に囲まれた区画で、その区画の総面積に占める宅地面積の割合がおおむ

ね40パーセントを超える区画内にある土地

(2) 地方農政局長は、非農業利用地認定を行うに当たり、次のことに留意する。

ア 非農業利用地が令第32条第１項第１号に該当する場合は、非農業利用に供する

ため提出された転用事業計画書（様式例第14号の13）により、法第５条第２項に

規定する農地転用の許可の基準を満たしていることを確認する。

イ 令第32条第２項の規定に基づきあらかじめ都道府県知事の意見を求めた場合は、

当該意見について、簡潔に記載したものを書面で提出するよう求めるものとする。

３ 法第47条の売払い

地方農政局長は、売払手続を行う前に第15の１に準じて売払準備手続を行った上（６

又は７を行う場合において同じ。）、法第47条の規定による売払いを次により行う。

(1) 売払手続

ア 地方農政局長は、第15の２の(1)のアに準じて法第47条の売払手続を行うことと

し、様式例第15号の１による売払調書及び契約条件に応じて様式例第16号の２か

ら７までによる国有財産売買契約書を作成する。

イ 売払いの相手は、原則として地方公共団体を優先するものとし、そのほかは第
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15の２の(1)に準じる。

ウ 地方農政局長は、非農業利用地を売り払うときは、様式例第16号の８による土

地売払価格評価調書を作成し、売払価格を次により決定する。

(ｱ) 売払価格（入札により売払いの相手方を決定する場合にあっては予定価格）

は、「国有財産評価基準」（平成13年３月30日付け財理第1317号財務省理財局長

通知）に準じて評価する。

なお、不動産鑑定士等に評価を依頼する場合は、様式例第16号の９による。

また、土地等の評価に当って不動産鑑定士の鑑定評価額をもって算定評価額

とする場合において、不動産鑑定士の鑑定評価額によることが困難又は不適当

と認められるときは、森林管理局又は森林管理署、市町村等の意見価格による

ことができる。

(ｲ) 地方公共団体等と随意契約により契約を締結する場合の売払価格については、

第15の２の(1)のウの(ｳ)に準じて決定する。

(ｳ) 他の法令による減額の規定を適用する場合の基準は、「国有財産特別措置法

の規定により普通財産の減額譲渡又は減額貸付けをする場合の取扱いについて」

を準用する。

ただし、減額後の価格が買収対価に相当する額（その売払予定地について、

土地区画整理法による負担金若しくは清算金又は下水道事業法（昭和33年法律

第79号）による受益者負担金等を支払っているときはその額を加算した額。以

下「取得原価」という。）を下回るときは、取得原価を売払価格とする。

(ｴ) 道路法（昭和27年法律第180号）第90条第２項又は他の法令の規定による譲与

若しくは国有財産法第15条ただし書の規定による無償整理の適用がある財産の

売払価格は無償とする。

なお、道路法が適用されない道路の敷地となっているものでも、その公共性

からみて地方公共団体又は土地改良区に維持管理させることが適当と認められ

るものについては、売払い後において用途廃止する場合には国に返還すること

を条件として、売払価格を取得原価とすることができる。

(ｵ) 優遇措置の取扱いについては、「優遇措置の取扱いについて」（平成14年３月

29日付け財理第1169号財務省理財局長通知）を準用する。

(ｶ) 売払予定地が国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第12条の規定により指

定された規制区域内に所在する場合には、都道府県知事に同法第18条の規定に

基づく協議を要するので、留意する。

エ 売払代金の延納

地方農政局長は、売払いの相手方が落札者である場合を除いて国有財産法第31条

第１項ただし書又は国有財産特別措置法第11条第ｌ項の規定によりそれぞれ売払

代金の延納を次により行うことができる。

(ｱ) 延納の基準

売払代金が60万円（売払いの相手方が地方公共団体の場合は２億円）を超え、

かつ、売払いの相手方（個人又は地方公共団体に限る。）が一時に売払代金を

納入することが困難であることがその資産、所得及び事業の実施状況等から判
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断してやむを得ないと認められ、かつ、将来の納入が確実と見込まれる場合に

限り延納の特約をすることができる。

(ｲ) 売払代金の即納額

延納の特約を行う場合の売払代金の即納額は、売払代金の５割以上とする。

(ｳ) 延納期限、延納利率、担保等

延納期限、延納利率、担保等延納の特約を行うに当たっては次によるほか、普通

財産取扱規則（昭和40年４月ｌ日大蔵省訓令第２号）第14条から第25条までの

規定を準用する。

なお、担保は、原則として売払地に抵当権を設定する。

(ｴ) 延納の手続等

ａ 契約の相手方が延納を希望し、かつ、売払価格が(ｱ)の基準に該当するとき

は、買受申込者に様式例第16号の10による延納申請書を提出させ、その内容

が(ｱ)の基準に該当すると認められるときは、延納の特約を行う。

ｂ 延納について、農林水産大臣に国有財産法第31条第３項の規定による協議

を要請する。

ｃ 延納の特約を行った場合は、担保物件、資産状況等について定期的（少な

くとも年１回以上）に人工衛星等利用調査若しくは実地調査を行い、又は所

要の報告を求め、特約条項違反の防止につとめ、当該調査に当たって相手方

の協力が得られないとき又は違反の事実を知ったときは速やかに延納の特約

の解除等所要の手続を行う。

オ 用途指定については、第15の２の(1)のオに準じる。

(2) 売買契約の解除

地方農政局長は、契約の相手方が売買契約書に定める義務を履行しないときは、

第15の２の(2)に準じて売買契約の解除を行う。

４ 登記

不動産登記嘱託職員は、法第47条の売払いに係る登記を次により行う。

(1) 所有権移転登記

所有権移転登記については、第15の３の(1)に準じて行う。

(2) 抵当権設定登記

ア 不動産登記嘱託職員は、地方農政局長が売払いに当たって売払代金の延納の特

約を行った場合、売払いの相手方から様式例第16号の11による抵当権設定登記承

諾書及び印鑑証明書を徴し、様式例第16号の12による登記嘱託書にこれらを添付

して、様式例第15号の６による登記嘱託書と併せて管轄登記所に送付する。

イ 不動産登記嘱託職員は、売払いの相手方が延納代金及び利息の一部を納入した

後、担保の一部の解除を申し出た場合又は延納代金を完納した場合、様式例第16号

の13による登記嘱託書を管轄登記所に送付し、又は抵当権抹消同意書を相手方に

交付して、抵当権の一部を抹消又は全部抹消の手続を行うものとする。なお、こ

の場合における登録免許税は相手方の負担とする。

(3) 買戻し特約の登記

買戻し特約の登記については、第15の３の(2)に準じて行う。
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５ 台帳の整備及び報告

地方農政局長は、売払いに係る台帳の整備及び報告を次により行う。

(1) 国有財産台帳及び貸付簿の整理については、第15の４の(1)に準ずる。

(2) 売払いの報告については、第15の４の(2)に準ずる。

(3) 様式例第16号の14による延納台帳を備え、売払代金の延納の特約を行った場合は、

遅滞なくこれに登載し、以後における代金の納入、延納の持約の解除等があったと

きは、その都度必要事項を記載する。

(4) 用途指定台帳については、第15の４の(3)に準ずる。

６ 引継ぎ

法第47条の規定による認定のあった国有農地等の引継については、次により処理す

る。

(1) 地方農政局長は、財務省に引き継ぐことが適当と認めたときは、様式例第16号の

17による引継調書を作成し、財務省に対して引継の通知をする。

(2) 地方農政局長は、(1)の通知に対して引き継ぐ旨の通知を受けたときは、財務省に

国有財産受渡証書（様式例第16号の16）を送付する。

(3) その他の手続きは、「国有農地等に係る財務大臣への引継等の取扱いについて」（令

和元年11月29日付け元経営第1833号農林水産省経営局農地政策課長通知）による。

７ 計算書及び報告書

取扱規則第38条から第40条まで及び第42条に定める国有財産増減及び現在額計算書

等並びに様式例第16号の18から様式例第16号の32までによる報告書（以下「報告書等」

という。）は、地方農政局長が作成するものとし、提出する報告書等の提出期限及び

様式は、次のとおりとする。

書 類 名 提出者 提出期限 様 式

国有財産増減及び現在額計算書 地方農政局長 5月31日 計算証明規則（昭
和27年会計検査院
規則第3号）第8号
書式

国有財産無償貸付状況計算書 地方農政局長 5月31日 計算証明規則第9号
書式

国有財産増減及び現在額報告書 地方農政局長 5月31日 国有財産法施行細
（付、増減事由別調書） 則第2号様式

増減事由別調書は
様式例第16号の33

国有財産見込現在額報告書 地方農政局長 8月15日 国有財産法施行細
（付、見込増減事由別調書） 則第3号様式

見込増減事由別調
書は様式例第16号
の34

国有財産無償貸付状況報告書 地方農政局長 5月31日 国有財産法施行細
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則第4号様式

また、地方農政局長は、毎年度の国有財産受渡証書の写しに様式例第16号の35によ

る国有財産受渡証書一覧表を付したものを、翌年度４月10日までに農林水産大臣に提

出する。

第17 登記事項証明書の添付の省略について

則において、申請、届出又は通知（以下「申請等」という。）をする場合に添付し

なければならない書類と規定されている「土地の登記事項証明書」又は「法人の登記

事項証明書」については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成

14年法律第151号）第11条の規定に基づき書面等により確認すべき事項に係る情報を入

手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

「書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場

合」とは、農業委員会が、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律（平成11年

法律第226号）第３条第２項に規定する指定法人が運営する照会番号に基づき登記情報

の確認を行うことができるインターネットサービスの登録を完了した上で、当該照会

番号の提供を受けた場合である。当該照会番号の提供を受けた農業委員会は、当該イ

ンターネットサービスを利用して、当該照会番号に基づく登記情報の確認を行う必要

がある。

（注） 本取扱いは、「登記事項証明書」の原本の添付を省略するためのものである

が、申請等をする者は、指定法人から照会番号を入手し、当該照会番号を農業

委員会に提出する必要がある。

なお、農業委員会が当該登録を完了していない場合や当該インターネットサービス

で入手した照会番号の付されていない登記情報が書類として添付された場合には、農

業委員会において登記情報の確認を行うことはできないため、登記事項証明書の添付

を省略させることはできないことに留意する。

また、申請書を、農業委員会を経由して都道府県知事等に提出しなければならない

とされている場合、照会番号の提供を受けた農業委員会は、当該照会番号に基づき登

記情報の確認を行い、当該確認で得られた照会済みの登記情報を書類として申請書に

添付し、都道府県知事等に提出するものとすることが望ましい。
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別表１

農業委員会による意 都道府県知事等による 地方農政局長等による協議

見書の送付 許可等の処分又は協議 に対する回答の通知

書の送付

都道府県知事等の許 申請書の受理後 申請書及び意見書の

可に関する事案（農 ３週間 受理後２週間

業委員会が都道府県 (第４の１の(4)のア) (第４の１の(5)のア)

農業委員会ネットワ

ーク機構に意見を聴

かない事案）

都道府県知事等の許 申請書の受理後 申請書及び意見書の

可に関する事案（農 ４週間 受理後２週間

業委員会が都道府県（第４の１の(4)のア）（第４の１の(5)のア）

農業委員会ネットワ

ーク機構に意見を聴

く事案）

うち農地法附則 申請書の受理後 （協議書の送付） 協議書受理後１週間

第２項の農林水 ４週間 申請書及び意見書の （第４の３の(2)）

産大臣への協議（第４の１の(4)のア）受理後１週間

を要する事案 （第４の３の(1)のア）

（許可等の処分）

申請書及び意見書の

受理後２週間

（第４の３の(1)のイ）
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別表２

転用使用料基準

用途区分 土地の価格 使用料率 備 考

借受者が生活保護を受けている者、又はこれ
住 宅 用 当該年分の 2.0

に準ずる者である場合は、住宅扶助の有無及
固定資産税 0.8

非営利用 1 0 0 びその金額を勘案して使用料率を と
課税標準額 1 0 0

することができる。

１ 用途区分は次による。

(1) 「住宅用」とは、洪水、地すべり、鉱害その他の災害等により一時的な生活の

場としての住宅の敷地の用に供する場合をいう。ただし、営利法人の社宅及び従

業員宿舎を除く。

(2) 「非営利用」とは、貸付けの相手方が国、地方公共団体、特別の法律に基づき

国又は地方公共団体が出資している法人（公社、公団、事業団、公庫等）、一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）に基づき設置さ

れた一般社団法人又は一般財団法人及び特別の法律に基づき設置された営利を目

的としない法人（学校法人、医療法人、社会福祉法人等)であって、その事務又

は事業の用に一時的に供する場合をいう。

ただし、競馬、競輪等の施設の用に供する場合を除く。

２ 土地の価格は、次による。

(1)「当該年分」とは、新規貸付けにおける貸付けの始期の属する年をいう。

(2) 固定資産税課税標準額は、貸付地の個別事情に即して造成費の控除又は土地の

個別要因の違いに基づく価格の修正をすることができる。


